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今߸の特集は，国際的なை流の中でわが国税制がどのように位置
づけられ，どこに向かうべきなのかを探るものである。
わが国では，令和 3 年10月にOECD/G20「BEPS包摂的枠組み」
において合意されたグローバル・ミニマム課税へ対応するため，

「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等」が創設さ
れた（令和 5 年度税制改正）。また，デジタルサービス市場の拡
大を背景とした諸外国のプラットフォーム課税の導入を踏まえ，
わが国でも国内外の事業者間の競争条件の公平性や適正な課税を
確保する観点から，プラットフォーム課税が導入された（令和 6
年度税制改正）。
わが国は，国際的な課税ルールのை流にどこまで組していけるの
か，あるいは，わが国税制等の特ゆえにオリジφリティによる
展望を見出だすべきであるのかᴷ。様々な観点を取り上げ検討
していただいた。
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では，GDP比でみたOECD加盟国の歳入比率
は増加している。その背後には，税と比べて
社会保ݥ料負担が増加していることがうかが
える。各税のなかでは，間接税収入に占める
付加価値税の割合が増大している。日本は，
こうした全体の਼勢を΄΅反映した形になっ
ているが，歳入の社会保ݥ料ґ存度は，他の
諸国と比べてஶしく大きい。
　次に，金への税・社会保ݥ料負担では，
2000年から2023年にかけて，OECD加盟国の
平ۉでは減の向がうかがえるが，日本で
はచ増している。日本の特として次の 2 点
を指摘することができる。第 1 に，（国と地
方を合わせた）所得税負担は先進各国と比べ
て低い一方，社会保ݥ料負担が大きくなって
いる。第 2 に，課税後の税・社会保ݥ料負担
調整として，各国は税額控除制度を幅広く適
用しているのに対して，日本ではそれが一切
なく，負担調整は給付（手当）によっている。
　以下では，日本の特に焦点を合わせて，

「歳入統計」と「金課税統計」の順に負担
の実際をみていくことにする。આ明はできる
だけ，図表によることとしたい。

Ⅰ ͡Ίに

　本ߘの目的は，OECD（経済協力開発機構）
の税・社会保ݥ料統計を用いて，歳入構造と
金課税の国際的ை流を探り，そこからわか
る日本の特と課題について論じることであ
る。具体的には，OECDの次の二つの統計を
用いる。
・Revenue�Statistics�2023�（以下，「歳入統

計」）
・Taxing�8ages�2024（以下，「金課税統

計」）
　このうち「歳入統計」は，税と社会保ݥ料
の合計を歳入として，OECDに加盟する38か
国の歳入のGDP（国内総生産）比率や歳入
の構成を示したものである（ 1 ）。「金課税統
計」は，各国の金にかかる税と社会保ݥ料
負担を国際比較がしやすいように加したう
え，示したものである。
　この二つの税・社会保ݥ料統計の分ੳを通
じて明らかとなる，歳入や金課税のை流と
日本の特は次の通りである。まず，歳入面

特集 1 ͱۚ՝税の国際తைྲྀߏೖࡀ
ᴷຊのಛͱ՝ᴷ
ాۙӫ࣏◉Ұڮ大学໊༪教授

（ 1 ）OECD加盟国は，2021年以降38か国である。EU諸国（22か国）と日本，アメリカ，イΪリス，カφダ，ؖ
国などその他16か国とから構成されている。詳細は，下記（経済産業লのϗームページ）に示されている。
https�//www.meti.go.jp/policy/trade@policy/oecd/index.html
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料の割合が1990年以降，増大していることݥ
である。同時に，付加価値税の割合も増大し
ている。
　図 1 と図 2 から推ଌできることは，各国の
社会保ো関係費が増加をଓけ，その財源とし
て社会保ݥ料が増大し，それがGDPに占め
る歳入比率を引き上げているということであ
る。付加価値税の歳入に占める割合の増加も
そうしたม化を反映したものかもしれない
が，間接税全般のなかで付加価値税が他の税
を代替しているというଆ面もある（ 2 ）。

　以上を踏まえて，1990年から2021年までの
日本の歳入のม化を示したのが表 1 である。
この間，歳入のGDP比率は΄΅一؏して増
大し，そのなかで社会保ݥ料と付加価値税の
割合が増大している。OECD加盟国平ۉと同
じม化が起きていると言ってよいであろう。
日本の場合には，社会保ݥ料負担だけではな
く，付加価値税（消費税）の多くが社会保ো
支出の財源となっているので，こうした歳入
構造のม化が生じたことも納得がいく。
　日本では，消費税が施行された1989年 4 月

ਤ 2　�֤ 税͓Αͼ社会อݥྉのࡀ入にめるׂ合
（1��5ô2021）ᴷ0E$%Ճໍ国ฏۉᴷ

ˋ

（出所）OECD,�┖┩┺┩┲┹┩ⓤ┗┸┥┸┭┷┸┭┧┷ⓤ⓶⓴⓶⓷,�Tax�revenue�trends�
1965ô2022�ô�Figure�̍.̒. バックグランド・データよ
りච者作成

Ⅱ「ࡀ入౷ܭ」͔ΒΈͨ
ຊのಛ

　「歳入統計」では，政府は中ԝ政府，地方
政府および社会保ো基金からなる「一般政府」
と定義され，歳入には税だけではなく，社会
保ݥ料も含められている。この点にཹ意しつ
つ，図 1 に示されたOECD加盟国平ۉの歳入
のGDP比率をみていくことにする。
　1965年から2021年の期間において，2008
年のリーマンショックなどを反映して，税収
のGDP比率は多少の増減があるが，਼勢と
しては増加している。1990年以降でみれば，
30.8％から2021年の34.2％へと増加している。

　次に図 2 は，この間の各税や社会保ݥ料の
歳入に占める割合を示したものである。この
図から，さま͟まなม化を指摘することがで
きるが，そのなかでも興ຯਂいのは，社会保

ਤ 入の(%Pൺ（1��5ô2021）ࡀ�　1
ᴷ0E$%Ճໍ国ฏۉᴷ
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（注）2023 年の OECD 加盟国は，EU 諸国（22 か国），およ
び日本，アメリカ，イΪリス，ؖ国など（16 か国）の
38 か国である。

（出所）OECD,�┖┩┺┩┲┹┩ⓤ┗┸┥┸┭┷┸┭┧┷ⓤ⓶⓴⓶⓷,�Tax�revenue�trends�
1965ô2022�ô�Table�̍.̎. よりච者作成

（ 2 ）ここでは示していないが，歳入に占める間接税の割合は΄΅一定であり，そのなかで付加価値税の税収割
合が増大している。
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からその後2021年までの間に，消費税の歳入
比率が4.4％から14.9％へと増大している。し
かし（ࢴ幅の制約から表には示していない
が），2021年の歳入に占める付加価値税の割
合は，イΪリスで20.3％，オランダで19.2％，
ドイπで18.3％，スウェーデンで21.3％であ
り，日本の付加価値税の歳入比率が高いわけ
ではない。

　表 2 は，2021年における各国の歳入に占め
る社会保ݥ料の割合を示したものである。日
本のこの割合は΄΅40％であり，他の諸国と
比べて大きいことがわかる。日本では社会保
，給付の一定割合は公費負担となっていてݥ
さらにその一部がࣈ国࠴で調達されている
ことを考えると，社会保ݥ料の本来の負担は
もっと大きい。その΄か，イΪリスやスウェー
デンの社会保ݥ料負担が他国より軽いのは，
ҩྍなどの社会保োの原資を税金によってい
るという面もあると思われる。

ද ྉऩݥ入の(%Pൺ，͓Αͼ֤税，社会อࡀ�　1
入のࡀ入にめるൺᴷ本ᴷ
ೖ�(%1ࡀ
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（出所）OECD,�┖┩┺┩┲┹┩ⓤ┗┸┥┸┭┷┸┭┧┷ⓤ⓶⓴⓶⓷,�Table�̐.40.
+apan,�tax�revenue�and���of�GDP�by�selected�tax�
categoryよりච者作成

ද 2 社会อݥྉのࡀ入にめるׂ合 2021，ˋ
　　　ᴷ本と֤国とのൺֱᴷ
ຊ
（ܝ࠶）
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（出所）OECD,�┖┩┺┩┲┹┩ⓤ┗┸┥┸┭┷┸┭┧┷ⓤ⓶⓴⓶⓷,�Table� 1 . 1 .�Revenue�
Statisticsɿ,ey�figuresよりච者作成

Ⅲ「ۚ課税౷ܭ」͔ΒΈͨ
ຊのಛ

　「金課税統計」では，ޏ用者の支払う࿑
働コスト（labor�costs）から出発している。
࿑働コストはまず次のように分解される。

࿑働コストʹ社会保ݥ料（ޏ用主負担）ʴ
給与所得

ଓいて，給与所得は次のように分解される。
給与所得ʹ所得税（国と地方合算）ʴ社会

保ݥ料（本人負担）ʴ手取給与
以上二つの関係から，࿑働コストの構成は次
のようになる。

࿑働コストʹ社会保ݥ料（ޏ用主負担）ʴ
社会保ݥ料（本人負担）ʴ所
得税（国と地方合算）ʴ手取
給与

このように分解された࿑働コストに基づい
て，タックスウΤッジ（金にかかる税・社
会保ݥ料負担）が定められている。

タックスウΤッジʹ社会保ݥ料（ޏ用主負
担）ʴ社会保ݥ料（本
人負担）ʴ所得税（国
と地方合算）

以上は，金コストにかかる負担であるが，
ඃ用者からみた負担は，社会保ݥ料（本人分）
と所得税であり，それらが給与所得に占める
割合が，社会保ݥ料負担率と所得税率となる。
　「金課税統計」は，このように分解され
た࿑働コストに基づいて，OECD加盟各国の
各負担率を推計している。推計にあたっては，
単者，方稼͗世ଳ，共稼͗世ଳなどさま͟
まな稼得類ܕを取り上げている。また，各国
の࿑働コストの平ۉを100として，それ以外
にも平ۉと比べて67％，167％の場合も推計
している。ここでは，そのなかから，二人の
子どものいる「࿑働コストが100％と67％」

（100ʵ67）からなる共稼͗世ଳを取り上げる。
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　結果は，表 3 に示した。ここでは，日本と
の比較としてアメリカ，ドイπ，オランダ，
ؖ国を取り上げている。日本の結果からみて
いくことにする。税額控除前の所得税率は，
7.2％であり，そこから税額控除が引かれる。
日本では税額控除がθロなので，所得税率に
ม化はない。社会保ݥ料（本人分）は14.6％で，
所得税と社会保ݥ料負担合計は21.8％であ
る。日本ではそこから現金給付である子ども
手当が引かれ，この世ଳの所得税と社会保ݥ
料の実質的な負担率は19.1％となる。表中

（ 8 ）のタックスウΤッジは，࿑働コストに
占めるޏ用主負担と本人負担の社会保ݥ料と
所得税の割合であり，30％となっている。　

ද 3 ˋ，ྉෛ୲の国際ൺֱݥ与の税ɾ社会อڅ
ຊ ΞϝϦΧ ࠃؖ υΠπ Φϥϯμ
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（出所）OECD,�┘┥┼┭┲┫ⓤ┛┥┫┩┷ⓤ⓶⓴⓶⓸,�PartⅡ�Country�detailsよ
りච者作成。

ਤ ˋ，ྉෛ୲ݥ与の税ɾ社会อڅ�　3
ᴷ本とΞϝϦΧとのൺֱᴷ

� � �� �� �� �� �� ��

ΞϝϦΧ

ຊ

ຊɹ੫ֹ߇আֹʹ�

ΞϝϦΧɹڅۚݱֹʹ�

（出所）表̏と同じ。

　次に表 3 とそれを視֮化した図 3 を使っ
て，日本とアメリカの比較を行う。ここでは
3 点指摘したい。第 1 は，所得税の負担率は
日本よりアメリカの方が高い。第 2 に社会保
料の負担率は日本の方が高い。第ݥ 3 に負担
調整のためにアメリカでは税額控除が適用さ
れているのに対して，日本では現金給付と
なっている。その結果，税と社会保ݥ料を合
わせた負担は，日本の方が大きい。これはま
た，タックスウΤッジでみても同じである。
　同様の比較をドイπについても行う。所得
税負担率，社会保ݥ料負担率ともにドイπの
方が，日本より大きい。しかし，両国の所得
税負担率と社会保ݥ料負担率を比べると，日
本では社会保ݥ料負担率が税負担率の΄΅ 2
ഒ（14.6/7.2）であり，ドイπの1.32ഒ（19.8/15.0）
よりも高い。また，ドイπでは負担軽減のた
めに税額控除が大きな役割を果たしており，
給与所得の5.9％が税額控除によって軽減さ
れている。
　日本とオランダとの比較では，所得税負担
はオランダの方が大きく，社会保ݥ料負担は
日本の方が大きい。ここで注目すべきことは，
オランダでは負担軽減のために税額控除と現
金給付が併用されていることである。その結
果，税・社会保ݥ料を合わせた負担率は日本
の方が大きくなっている。
　ؖ国との比較に移る。税負担率と社会保ݥ
負担率ともؖ国の方が低い。しかし，ؖ国も
オランダと同じように，負担軽減のために税
額控除と現金給付が適用され，両者を合計す
ると給与所得の4.3％となっている。�

　以上各国との比較を通じて，日本の特と
して次の 2 点を指摘することができる。第 1
に，所得税負担より社会保ݥ料の負担が大き
くなっていることである。第 2 に税と社会保
料負担の軽減のために，日本では税額控除ݥ
を一切࠾用していないということである。所
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得税負担調整はもっぱら所得控除と税率で行
い，その上で負担を軽減するならそれは税制
ではなく，現金給付で行うべきだという考え
方である。さらに，現金給付であるࣇಐ手当
の実施主体は税務から切り離された上，市ொ
ଜとされ，国から指定された「法定受ୗ事務」
として実施することとしている（ 3 ）。

Ⅳ ޠ݁

　以上，OECDの「歳入統計」と「金課税
統計」を用いて，課税の国際的ை流を探り，
そのなかで日本の特と課題について検討を
行った。「歳入統計」からුかび上がった国
際的ை流は，社会保ݥ料負担が増大し，最大
の歳入源となっていることである。その背後
には，OECD加盟各国の社会保ো関係費が増
大していることがうかがえる。その結果，歳
入のGDP比率も引き上げられている。これ
はまた，日本の現状とも重なっている。それ
どころか，歳入に占める社会保ݥ料の割合は
日本が圧的に高く，歳入の世界的ை流を先

導していると言ってよいであろう。
　金への課税もこうした歳入構造のม化と
密接に関係している。本ߘで取り上げた各国
ともに社会保ݥ料は所得税と並んで大きな負
担となっており，日本，ؖ国，ドイπでは社
会保ݥ料負担の方が所得税負担よりも大きく
なっている。そうしたなかで，日本を除く各
国は，所得税のなかで税額控除を通じた負担
軽減を取り入れている。
　本文では言及しなかったが，税額控除の重
要な仕組みとして，各国はۈ࿑税額控除制度
やࣇಐ税額控除制度を導入している。こうし
た制度は単に「現金給付」を行うだけではな
く，控除を受ける人のब࿑を支ԉし，より高
い収入を実現することを目指している。日本
の「103ສ円」，「130ສ円」のब࿑のนを取り
払い，働ける人が，働けるだけ働くことを可
能にするためにも，日本の所得税の見直しが
ഭられている。そのݤの一つが各国の࠾用し
ている所得税における税額控除制度である。
これが金課税の国際的ை流の検討から得ら
れたもっとも重要な結論の一つである。
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https�//www.oecd.org/en/publications/revenue-statistics-
2023@9d0453d5ôen.html

・OECD,�2024,�Taxing�8ages�2024, �https�//www.oecd.org/
en/publications/2024/04/taxing-wages-2024@f869da31.html

*　　　　*　　　　*

（ 3 。ಐ手当については，参考文献にあげた，こども家ఉிの資料によっているࣇ（
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と「非居住者」に区分し，「居住者」をさら
に「非Ӭ住者」と「非Ӭ住者以外の居住者」
に分け（所法 2 ①三～ޒ），これらの区分に
応じて課税所得のൣғや課税方法を規定して
いる。「非Ӭ住者以外の居住者」を「Ӭ住者」
ということが多く，「Ӭ住者」は所得税法上
の用ޠではないが，本ߘでは「Ӭ住者」と表
記する。

ऀॅډ
ͰҾ͖ଓ͍ͯ·ࡏݱʹॅॴΛ༗͠ɼຢࠃ
�Ҏ্ډॴΛ༗͢Δݸਓ

Ӭॅऀ ඇӬॅऀҎ֎ͷऀॅډ

ඇӬॅऀ

੶Λ༗͓ͯ͠Βͣɼࠃͷ͏ͪɼຊͷऀॅډ
͔ͭɼաڈ��Ҏʹ͓͍ͯࠃʹॅॴຢ
ډॴΛ༗͍ͯͨؒ͠ظͷ߹͕ܭ �ҎԼͰ
͋Δݸਓ

ඇऀॅډ ਓݸҎ֎ͷऀॅډ

（2）本のಛ
　日本では居住者の判定において，欧米諸国
のいわゆる183日ルール（ 1 ）は࠾用しておら
ず，住所（生活の本ڌ，民法22，所基通
2 ô 1 ）を有するか否かຢは引きଓき 1 年以
上の居所を有するか否かで判定する。
　また，居住者の中に非Ӭ住者の区分が設け
られている点が特的である。

Ⅰ ͡Ίに

　本ߘでは，個人の出入国，資金のૹ受金及
び金༥所得等についての我が国の税制の特
に関して，諸外国との比較や最近の税制改正
も踏まえ，所得税を中心として，居住形ଶ別
の課税関係，出国時の申告・納税等，資金の
ૹ金・受金を८る課税，居住形ଶ別の金༥所
得（利子所得，配当所得及びג式等のৡに
よる所得）に対する課税，国外転出時課税制
度の創設及びジョイント࠲ޱを८る課税

（ジョイント・テφンシーとの比較，ଃ与税・
相ଓ税を含む。）について解આする。
　なお，෮興特別所得税はল略し，所得税の
税率のみを表記する。

Ⅱ ଶผの課税関ܗॅډ

1 ଶܗॅډ　
ଶの۠ܗॅډ（1）
　所得税法では，個人の納税者を「居住者」

特集 2 のૹडۚۚࢿ人のग़ೖ国ɼݸ
ͼۚ༥ॴಘを८Δ՝税ٴ
大学大学院客員教授ؘ࢜ࠃձʣɾ࢜੫ཧژʢ౦࢜ɹ◉੫ཧݪ

（ 1 ）183日ルール及び日本で同ルールを࠾用することの是非については，ߘ「非居住者課税における居住性判
定の在り方ᴷ出国税（Exit�Tax）等の導入も視野に入れてᴷ」税大論65߸（2010）83 ～ 84ท。
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わらず，その年における国外源泉所得に係る
所得で国外の支払に係るものについてૹ金が
あったものとされる。
　「ただしɺその非Ӭ住者がその年における
国外源泉所得以外の所得（以下この項におい
てʰ非国外源泉所得ʱという。）に係る所得
で国外の支払に係るものを有する場合はɺま
ずその非国外源泉所得に係る所得についてૹ
金があつたものとみなしɺなお残余があると
きに当該残余の金額のൣғ内で国外源泉所得
に係る所得についてૹ金があつたものとみな
す。」（所令17ᶆ一ただし書）とされている点
にཹ意が必要であるが，国内へのૹ金を課税
対象である国外払いの非国外源泉所得から先
に当てはめていくことは，納税者有利に作用
する。

3 ଶผの課税ํ法ܗॅډ　
ऀॅډ（1）
　居住者の所得に対する課税方法は，「総合
課税」が原則である。ここで総合課税とは，
収入金額から必要経費ຢは一定の控除を差し
引いて各種所得の所得金額を計算し（所法23
～ 35），それらを合算して（所法22），そこ
から各種所得控除（所法72 ～ 86）を差し引
いて課税所得金額を算出し（所法89②），そ
れに超過ྦྷ進税率（所法89①）を適用して税
額を計算する課税方式をいい，原則として確
定申告により申告と納税を行う（所法120①，
128）。
　なお，所得税法上，総合課税となる場合で
も租税特別措置法の規定により，申告分離課
税ຢは源泉分離課税となる場合があり，これ
は次の（2）の非居住者の総合課税について
も同様である。
（2）ඇऀॅډ
ア　総合主義から帰属主義への改正
　平成26年度税制改正により，外国法人及び
非居住者に対する課税原則に関して，従来の

2 ଶผの課税ॴಘのൣғܗॅډ　
（1）課税ॴಘのൣғ
　Ӭ住者は全ての所得，非Ӭ住者は，①国外
源泉所得以外の所得及び②国外源泉所得（国
外にある有価証݊のৡにより生ずる所得と
して政令で定めるものを含む。）で国内にお
いて支払われ，ຢは国外からૹ金されたもの，
非居住者は国内源泉所得が，それͧれ課税対
象となり（所法 7 ①一～三，所令17），これ
を図示すると次のとおりである。

ॴಘ۠

ଶܗॅډ

ઘॴಘݯ֎ࠃ
Ҏ֎ͷॴಘ

ઘॴಘݯ֎ࠃ

͍ࠃ
͍֎ࠃ

ઘݯࠃ
ॴಘ

ૹۚࠃ

ډ
ॅ
ऀ

Ӭॅऀ ՝ɹɹɹɹɹ੫
ඇӬॅऀ ՝ɹɹɹɹɹ੫
ඇऀॅډ ՝ɹɹ੫

出యɿ税務大ֶhߍ 所得税法ʤ令和6年度൛ʥɦ 9ทを参考に加ච。

（2）本のಛ
ア　非Ӭ住者の課税
　多くの国では，個人を居住者及び非居住者
に区分し，居住者は全ての所得（全世界所得
課税），非居住者は国内源泉所得を課税対象
としている。
　日本では居住者の中に非Ӭ住者という区分
を設け，その非Ӭ住者の国外源泉所得は国内
で支払われたものຢは国外からૹ金されたも
のに課税（以下「ૹ金課税」という。）する
のが特的である。
イ　非Ӭ住者の「ૹ金課税」
　ૹ金課税について，所得税法第 7 条（課税
所得のൣғ）第 1 項第 2 ߸では「国外源泉所
得でʜʜ国外からૹ金されたもの」と規定し
ているが，「非Ӭ住者が各年において国外か
らૹ金を受領した場合にはɺその金額のൣғ
内でその非Ӭ住者のその年における国外源泉
所得に係る所得で国外の支払に係るものにつ
いてૹ金があったものとみなす。」（所法 7 ②，
所令17ᶆ一）ことから，非Ӭ住者が国外に有
する自ݾの資金を国内にૹ金した場合には，
国外源泉所得の中からૹ金したか否かにかか
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いわゆる「総合主義」（注 1 ）から，OECD
モデル租税条約新 7 条の考え方（Authorised�
OECD�ApproachɿAOA）に基づき「帰属
主義」（注 2 ）に則した国内法の規定に改め
られ（ 2 ），非居住者については，平成29年分
の所得税から適用されている（平26改正法ෟ
則11①）。
（注 1 ）恒久的施設（所法 2 ①ീの࢛，法

法 2 十二の十，Permanent�Establish-
mentʹPE，以下「PE」という。）があり，
PEを有する場合には全ての国内源泉所
得を総合課税（申告納税）とするもの。

（注 2 ）支ళ・事務所・事業所等（PE）に
帰属する所得を総合課税（申告納税）と
するもの。

　これにより，本ళ所在地国（居住地国）と
PE所在地国から二重に課税される部分が減
るとともに，どちらの国からも課税されない

「課税のۭന」を減らすことにもつながり，
租税条約との整合性が図られ，国際的に調和
のとれた税制となるとされている（ 3 ）。
　この改正により，非居住者の国内源泉所得
の中にPE帰属所得（所法161①一，所基通
161ô 8 ～ 11）が設けられ，PE帰属所得は総
合課税となる（所法164①一イ）。
イ　課税方法
　課税方法は，①PEがあり，PE帰属所得が
ある者，②PEがあり，PE帰属所得以外の所
得を有する者及びᶅPEを有しない者の三つ
の区分と所得税法第161条第 1 項に規定する
国内源泉所得との組合せにより，①課税対象
外，②総合課税，ᶅ源泉収の上，総合課税，
ᶆ源泉分離課税ʲ˞ʳの࢛つに分かれ（所法
164，所基通164ô 1 ），総合課税となる場合の
課税ඪ準及び税額の計算や申告，納税及びؐ

付の手ଓは，居住者のそれに準じて行うとさ
れている（所法165，166）。課税となる場合
のその骨子は次表のとおりである。

1&͋Γ
1&ͳ͠

ଐॴಘؼ&1 ֎ଐॴಘҎؼ&1
૯߹՝੫

（ਃࠂೲ੫）
૯߹՝੫（ਃࠂೲ੫）ຢݯઘ՝੫̡ ˞ʳ

ʲ˞ʳ給与等が源泉収の対象とならない場合は，申告分離課
税（所法172①）となる。

Ⅲ ग़国࣌のਃࠂɾೲ税

　所得税法第120条第 1 項（確定所得申告）
の規定による申告書を提出すべき者が，年の
中途において出国（注）をする場合ຢはその
年のཌ年 1 月 1 日から当該申告書の提出期限
までの間に出国をする場合には，その出国の
時までに確定申告書を提出し，その申告に係
る所得税を納税する必要がある（所法126①，
127①，128，130）。
（注）所得税法上，「出国」とは，納税管理

人（通法117）のಧけ出をしないで国内
に住所ຢは居所を有しないこととなるこ
と等をいう（所法 2 。（十二࢛①

　税金を納したまま国外に転出する場合，
現状では納を理由とする国外転出の制限は
行われていないことから，そのような場合に
はその租税࠴権の収のために二国間条約ຢ
は多数国間条約（「租税に関する相ޓ行政支
ԉに関する条約」）による収共ॿが活用さ
れている。また，国際的に収を໔れようと
する納者に対する国外への転出の制限に関
する税務大ֶݚߍ究部のڭतによるݚ究論
文（ 4 ）が公表されている。

（ 2 ）財務ল「平成26年度改正関係参考資料（国際課税関係）」 1 ท。
（ 3 ）税制調ࠪ会「国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直し（参考資料）（平成25年12月 2 日）」 3 ท。
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Ⅳ ૹۚɾडۚΛ८る課税ۚࢿ

　個人の国外にある自ݾ資金を国内にૹ金し
た場合や国内の自ݾ資金を国外にૹ金した場
合に，基本的にはૹ金したことのみで課税が
発生することはない。
　しかし，非居住者期間の所得を日本の入国
後の居住者になってから国内にૹ金した場合
に課税が発生するかとのٙ問がある。例えば，
国外の自を売٫してから日本に入国して居
住者となった事例で，非居住者期間に発生し
たその国外の自のৡ収入が国外の༬金ޱ
に入金されていた場合に，入国後，居住者࠲
となってからその࠲ޱ内の資金を国内の༬金
にૹ金することにより，課税が生じるか࠲ޱ
である。非居住者期間に国外の自をৡし
たことによる売٫収入は，国内源泉所得（所
法161①三，ޒ）以外の所得に該当し，日本で
は課税対象外であり（所法 7 ①三），その売
٫収入を入国後の居住者期間に国内にૹ金し
ても基本的には課税は生じない。
　一方，入国後，非Ӭ住者となり，その非Ӭ
住者期間に国外払いの国外源泉所得がある場
合，国外の自ݾ資金を国内にૹ金すると，上
記Ⅱ 2 （2）イのとおり，その国外払いの国
外源泉所得のൣғ内でૹ金課税が発生し得
る。ただし，日本人は入国後はӬ住者となり，
全ての所得が課税対象となることから，入国
後に国外の自ݾ資金を国内にૹ金してもૹ金
課税が発生することはない。

ᶛ ۚ༥ॴಘに対する課税

　利子所得，配当所得及びג式等のৡによ
る所得に対する課税について解આする。

1 ऀॅډ　
（1）�ར子ॴಘ，ॴಘٴͼࣜגのৡに

Αるॴಘ
　それͧれの課税の֓要については，ল略す
る。
　なお，平成26年度及び29年度税制改正で非
Ӭ住者の課税所得のൣғについて改正があ
り，平成29年度改正では，国外源泉所得とな
る有価証݊のৡによる所得は，所得税法第
95条に規定する国外源泉所得（所法95①ᶆ三，
所令225の 4 ）の΄か，外国金༥証～࢛①
݊市場においてৡがされるもの等も対象に
加えられたが，平成29年 4 月 1 日以後取得し
たもので，ৡした日以前10年以内において
非Ӭ住者であった期間に取得したものは除か
れている（所法 7 ①二かっこ書，所令17①，
平29改正所令ෟ則 3 ）。
（2）ۚ༥ॴಘ課税のҰ体化（ 5 ）

　金༥所得課税の一体化とは，「①金༥品
の課税方式を20％分離課税としɺ②損益通算
のൣғの拡大を進めることをその内容とする
もの」（ 6 ）とઆ明されている。
　まず，平成20年度の税制改正で，申告分離
課税を選択した配当所得と上場ג式等のৡ
損ࣦの損益通算制度等が創設され（措法37の
12の 2 ），その後の改正を経て，平成25年 3

（ 4 否ຢはڋᴷཱྀ݊の発給「国際的に収を໔れようとする納者に対する出国制限についての一考౻（
無効化を中心としてᴷ」税大論104߸（2021）273ท。

（ 5 ）金༥所得課税の一体化の意義や経緯については，ߘ「金༥所得課税の一体化に向けての論点と在り方」
税大論60߸（2009）136，204，272ท。

（ 6 ）財務ল「平成25年度税制改正の解આ」136ท。
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月の税制改正により，損益通算のൣғ拡大と
して「公社࠴及び投資৴ୗ等の金༥品のう
ち一般の個人投資家の投資対象となる特定公
社࠴や公ื公社࠴投資৴ୗ等の受益権のৡ
損ࣦ及び利子・配当等についてɺこの特例の
対象となるৡ損ࣦ及び配当所得等のൣғに
含めることとされ」（ 7 ）た（措法 3 の 3 ①， 8
の 4 ①，37の10②ᶅ，37の11①，措令25の 9
①）。そのイメージ図は上のとおりである。

2 　ඇऀॅډ
（1）PE帰ଐॴಘ
　利子所得，配当所得ຢはג式等のৡによ
る所得がPE帰属所得（所法161①一）である
場合には，総合課税となり（所法164①一イ），
国内源泉所得に該当する利子所得及び配当所
得は，源泉収（利子ɿ15％，配当20％，所
法212①，213①一，三）の上，総合課税となる。

（2）PE帰ଐॴಘ以外（PEがない場合をؚΉɻ）
ア　利子所得
　国内源泉所得に該当する利子所得（所法
161①ീ）は，15％の税率による源泉分離課
税 と な る（ 所 法164②，169，170，212①，
213①三）。
イ　配当所得
　国内源泉所得に該当する配当所得（所法
161①）は，20％の税率による源泉分離課
税 と な る（ 所 法164②，169，170，212①，
213①一）。
ウ　ג式等のৡによる所得
　次の所得は総合課税となる（所法161①三，
164①二，所令281）。

（ア）同一ฑの内国法人のג式等のങ集め
をし，その所有者である地位を利用して，
そのג式等をその内国法人ຢは特घ関係
者等に対してৡすることによる所得（所
令281①࢛イ，②）

（イ）内国法人の特घ関係ג主等である非居

損益通算可

預貯金の利子
公社債等の
譲渡益

公社債等の
利子

上場株式等の
譲渡益

非上場株式等
の譲渡益

一時払い養老保険
の差益

上場株式等の配当
（大口以外）

税率（％）

（注）20％の内༁は，所得税 15％，住民税̑％である。
出యɿ財務ল「金༥所得課税の一体化」（金༥・証݊税制に関する資料）

（　　） （　　）

（ 7 ）財務ল・前掲注（ 6 ）136ท。
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住者が行う内国法人のג式等のৡによ
る所得（所令281①࢛ロ，ᶅᶆᶈᶉ）。

（ウ）不動産関連法人のג式のৡによる所
得（所令281①ޒ，ᶊ～ᶌ）

（Τ）国内にあるΰルフ場の所有ຢは経営に
係る法人のג式ຢは出資のৡによる所
得で特定のもの（所令281①）

（オ）国内にあるΰルフ場のΰルフ会員権の
ৡによる所得（所令281①ࣣ）

（カ）日本に在する間に行う国内にあるג
式等のৡによる所得（所令281①ീ）

（キ）税制適格ストック・オプションの権利
行使により取得したג式等のৡによる
所得（所令281①࢛，措令19の 3㉕）

（注）上記（1）及び（2）ウで総合課税と
なる所得でも，租税特別措置法の規定に
より分離課税となる場合がある。

（3）ે税にΑるݮ໔
　上記（2）の利子所得，配当所得ຢはג式
等のৡによる所得が国内法で課税となる場
合でも，租税条約の規定により軽減ຢは໔除
となることがある。

ᶜ 国֎సग़࣌課税੍のઃ

　非居住者となった後は，内国法人のג式等
のৡによる所得でも日本で課税対象となる
のは，上記ᶛ 2 （2）ウのとおり，限定され
ており，また，国内法で課税対象となる場合
でも相手国との租税条約により，課税されな
いことがある。さらに，転出先の国でもその
式等のৡによる所得が課税されない場合ג
があり，これを利用して，多額の含み益を有

したまま国外に転出し，日本でも転出先の国
でもג式等のৡによる所得に対する課税を
໔れた事例が発生していた（ユニマット事
件（ 8 ））。
　このような課税ಀれを防止するため，主要
国の多くでは国外転出時点の未実現の所得

（含み益）を国外転出前の居住地国で課税す
るようになっており（ 9 ），ච者は，欧米各国
のいわゆる出国税（Exit�Tax）を介する
とともに，日本に導入する場合の制度の在り
方を提言し，平成22年 6 月に公表されてい
る（10）。
　そして，日本では平成27年度の税制改正に
より国外転出時課税制度が創設され（所法60
の 2 等），平成27年 7 月 1 日以降の国外転出
から適用されている。
　この創設の趣旨については，「平成26年 9
月に公表されたBEPS（税源浸食と利益移転）
プロジェクトの行動計画第 1 報告書におい
てもɺ行動 6 ʰ租税条約の濫用防止ʱの中でɺ
国外転出時における未実現のキϟϐタルήイ
ンに対する課税がɺ租税回避防止措置として
位置づけられて」いることが介され，「日
本においてもɺ主要国と足並みをଗえɺʜʜ
ৡ所得等の課税の特例を創設することとさ
れました。」とઆ明されている（11）。
　国外転出時課税制度の内容については，ল
略する。

ᶝ δϣΠϯτ࠲ޱΛ८る課税

　米国等のւ外では，්ຢは親子の共同名
義人としてۜ行࠲ޱや証݊࠲ޱを開設する

（ 8 ）౦ژ高裁平成20年 2 月28日判決・判タ1278߸163�ท。
（ 9 ）財務ল「平成27年度税制改正の解આ」81ท。
（10）ߘ・前掲注（ 1 ）。
（11）財務ল・前掲注（ 9 ）81ท。
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ジョイント・アカウント（以下「ジョイント
という。）が広くී及しており，ジョ「࠲ޱ
イント࠲ޱの場合には，共同名義人である配
から資金を引き出す࠲ޱ者や子等は，そのۮ
ことができ，また，一方がࢮした場合に，
時間を要するプロベート（Ҩ産相ଓにおける
裁判所の検認手ଓ）を経ることなくその࠲ޱ
の持分を生存者に引き͙ܧことができるとさ
れている（12）。

1 　ଃ与税
　米国等のジョイント࠲ޱの場合は，反証が
ない限り，各共同名義人がその正ຯのڌ出額
に応じて持分を有するとされていることか
ら（13），例えば，日本の居住者である්で，
そののみが資金をڌ出した米国のۜ行࠲ޱ
をその්のジョイント࠲ޱとした場合，そ
のことのみで࠺がその 2 分の 1 の持分を有す
ることにはならないため，みなしଃ与（相法
9 ）が認定されることはなく，日本でଃ与税
の課税対象となることはないと考えられる。
　一方，ジョイント・テφンシー制度に関し
てଃ与税の課税が争われた裁判例（14）で，ジョ
イント・テφンシーの場合は各人の持分がۉ
等であるから，が資金の全てをڌ出してߪ
入した米国カリフォルニア州所在の不動産を
්のジョイント・テφンπとして登録した
場合は，その不動産の 2 分の 1 相当額が࠺へ
のみなしଃ与（相法 9 ）となり，ଃ与税の課
税対象となるとされている。

2 　૬ଓ税
　ւ外のジョイント࠲ޱ内の༬金が，一方の
共同名義人のࢮにより他の生存共同名義人
に移転した場合の相ଓ税の課税関係につい
て，国税ிの質ٙ応答事例や裁判例等は見当
たらない。一方，米国ハワイ州の不動産をジョ
イント・テφンシーにより所有している例で，
ඃ相ଓ人である合有不動産権者のࢮにより
生存合有不動産権者へ移転した場合の相ଓ税
の課税関係について，国税ிは質ٙ応答事
例（15）を公表しており，これによると，みな
しଃ与（相法 9 ）に該当し，相ଓ税の課税価
格に加算され（相法19①），相ଓ税の課税対
象となるとしているが，「ʜʜ合有不動産権
者の相ଓ開始による生存合有不動産権者への
合有不動産権の移転はɺࢮ因ଃ与契約による
ものであるといえるためɺඃ相ଓ人からࢮ因
ଃ与（Ҩଃ）により取得したものとして相ଓ
税の課税対象としても差し支えありません。」
としている。
　また，米国のジョイント・テφンシー制度
により所有していた不動産が，ඃ相ଓ人であ
る合有権者のࢮにより生存合有権者に移転
した場合に，ඃ相ଓ人から生存合有権者への
みなしଃ与となり，相ଓ開始前 3 年以内のଃ
与は相ଓ財産に加算され，相ଓ税の課税対象
となるとした裁決事例（16）がある。দԬ税理
はこの裁決事例の評ऍで，他の生存合有権࢜
者が取得する権利はみなしଃ与というより
は，「ʜʜ民法第554条のࢮ因ଃ与により取得
した財産と解することができɺその結果ɺ相
ଓ税法第 1 条の 3 に規定するʰଃ与者のࢮ

（12）日本証݊業協会「米国のジョイント・アカウント制度の調ࠪと日本への示ࠦ」（2019）。
（13）例ɿ)awaii�Uniform�Probate�Code�ː560ɿ 6 ô103（a），California�Probate�Code�ː5301（a）。
（14）名ݹ地裁平成29年10月19日判決・税資267߸ô130順߸13079。౦ژ高裁平成19年10月10日判決・税資257

߸ô188順߸10797も同旨。
（15）国税ி「ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相ଓ税の課税対象とすることの可否」。
（16）国税不審判所平成27年 8 月 4 日裁決・裁決事例集/o.100。



ZEIKEN-2024.9（No.237）32

により効力を生ずるଃ与ʱにより取得した財
産に含まれɺ相ଓ税の課税対象となると考え
られる。」（17）とされており，ච者もこの考え
方にࢍ成である。
　次に，米国のジョイント࠲ޱ内の༬金が相
ଓ財産を構成するかが争われた事件で，相ଓ
財産を構成しないとされた裁判例（18）がある
が，共同名義人のࢮによりジョイント࠲ޱ
内の༬金が生存共同名義人に移転した場合に
は，相ଓ税の課税対象となると考えられる。
相ଓ税の課税対象となる根ڌについては，①

「みなしଃ与」に該当し，相ଓ開始前 3 年以
内のଃ与は相ଓ財産に加算されることによる
とするもの及び②「ଃ与者のࢮにより効力
を生ずるଃ与」により取得した財産に含まれ
るとするものがあり得るが，上記のジョイン
ト・テφンシーの場合と同様に，②が適当で

あると考える。

3 　ඇӬॅऀのૹۚ課税（ॴಘ税）
　非Ӭ住者であるが，国外払いの国外源泉
所得を有していた年分において，国外のۜ行
に開設されていたその࠺のジョイント࠲ޱ
内の資金を国内ののۜ行࠲ޱにૹ金したこ
とについて，そののૹ金課税が認定されて
所得税が課税され，がその課税に不を申
し立てた審ࠪ請求の事例（19）で，国税不審
判所は，そのジョイント࠲ޱ内にはの給与
やそのۜ行の利子が入金されていたことを認
定した上で，そのジョイント࠲ޱから国内の
のۜ行࠲ޱへのૹ金は，の自ݾ資金を国
内にૹ金したものと推認されるとして，ૹ金
課税を認めている。

（17）দԬষ「第32回税務のࣝシリーズ　ジョイント・テφンシーに対する相ଓ税課税について」税233ݚ߸
（2024）66ท。

（18）౦ژ地裁平成26年 7 月 8 日判決・判タ1415߸283ท。
（19）国税不審判所平成20年 8 月 4 日裁決・裁決事例集/o.76・77ท。
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経済的な背景と，制度としての税制に求めら
れてきた公平性の維持という要請との衝ಥや
相ࠀをどのように考えるか，が課題となるで
あろう。

Ⅱ のグローバルԽとࡁܦ
ॴಘ課税

　経済のグローバル化と国際競争のܹ化に伴
い，税制は，国内経済の下支えとしての役割
を強めている。法人税の領域においては，例
えば，近時の上げ促進税制やオープンイϊ
ベーション促進税制の拡充等が図られてい
る。
　個人所得税の領域においても，政策的な観
点からの税制の位置づけが強まっている。近
時の特の一つとしては，住ローン控除の
見直しがある（令和 4 年度税制改正）。この
改正は，会計検ࠪӃの指摘への対応として，
控除率を0.7％に引き下げつつ，控除期間を
13年に延するなどして，住ローン控除を
見直し，かつその適用期限を令和 7 年12月31
日まで延するものであった。また，この改
正は，2050年カーϘンニュートラルの実現に
向けた措置として，লΤネ性能等の高い認定
住等につき，आ入限度額を上乗せするなど
して，認定住等以外の住とで控除額に差
をつけている（税特租41条 1 項，10項，11項

Ⅰ ͡Ίに

　本ߘは，税制の国際的ை流の一つとして，
税制の政策手ஈ化の現象があるとଊえ，政策
税制の進展が我が国の所得税および相ଓ税

（ଃ与税を含む）の制度設計にどのように表
れているかを֓観し，その特と課題を指摘
するものである。
　もともと税金は，公的財源の調達手ஈであ
る。社会全体で支えるべき公共事務（道࿏，
消防，ܯ的な社会資本およびװ等の基ߓ
等の基װ的な生活環境の維持）をい，不特
定多数の利益の実現を図るべきものである。
とはいえ，とりわけ近時においては，その政
策手ஈとしての利用がしばしば見られるよう
になっている。人の一定の行動を༠導したり
規制したりする役割や機能が注目されるに
至っている。
　本ߘは，そのような税制の政策手ஈとして
の使用につき，①経済成促進の手ஈとして
の税制の利用というଆ面，②少子化社会に則
した所得税制の在り方というଆ面，ᶅ事業ঝ
の要請と相ଓ税の論理との衝ಥというଆܧ
面，に絞って検討をする。
　検討においては，制度の実際の仕組みの理
解とともに，一定の政策の実現を促す社会的，

特集 3 ࡦ税制のਐలͱ
ॴಘ税ɾ૬ଓ税
ాதɹ࣏◉大ࡕཱ大学໊༪教授
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租37条の13の 2 ）。また，令和 6 年度税制改
正において，スタートアップ企業の人材確保
等を目指して，発行会社自によるג式の管
理の方法を新設する，年間権利行使価額の限
度を改正前の 3 ഒとなる3,600ສ円に引き上
げるなど，ストックオプション税制の拡充が
図られた（税特租29条の 2 第 1 項等）（ 2 ）。
　なお，令和 5 年度税制改正において，税負
担の公平性の観点から，極めて高い水準の所
得に対する負担の適正化が図られた。従前か
ら，高所得者において，所得に占めるג式
や不動産のৡ所得等の占める割合が高いこ
とから，高所得者΄ど所得税負担率が低下す
るという問題が指摘されていた（いわゆる 1
億円のน現象）。これに対し，その年分の基
準所得金額から 3 億3,000ສ円を控除した金
額に22.5％を乗じた金額が基準所得金額を超
える場合には，その差額分を申告納税するこ
ととされた（税特租41条の19第 1 項）。
　このような措置は，極めて高い水準の所得
に関して，最低限の負担を求めるもので，税
負担の公正の要請に沿うものといえる。とは
いえ，①給与等に係る総合課税とג式や地
のৡ所得等に係る一律の分離課税の区ݐ
分とその併存状ଶをどのように考えるか，②
近代税制の考え方においては，金༥所得のよ
うな資産所得は一般に担税力が大きいとさ
れ，資産所得重課ʹۈ࿑所得軽課が理念とさ
れてきたが，資産所得重課の原則は，経済政
策的な要請によってどこまで緩和されてよい
のか，ᶅ課税の公平の要請と政策的課題の実
行との衝ಥは，どのような原理や基準の下で
調整を図るべきかなどの，所得税制の原理的，
理念的考が不可欠というべきである（ 3 ）。

等）。
　このような措置は，一面では経済政策の観
点から住投資の促進を図りつつ，同時に，
環境性能の高いྑ質な住のී及拡大を狙う
ものであろう。また，令和 6 年度税制改正に
おいては，住価格の上ঢ等の状況を踏まえ
て，子ҭて世ଳおよびए者්世ଳにおける
आ入限度額について，子ҭて支ԉの観点から
上乗せをしている。
　このような一連の措置は，政策課題に応え
るという点では意ຯのあるものではある。と
はいえ，課税の公平という点から見ると，と
りわけ料を払ってି住に居住する者と
の間で，問題となるであろう。環境性能の高
いྑ質な住をڗ受する権利は，ି住に
住む者にも当વ認められるべきだとすれば，
ି住に住む者にも，何らかの税制上のイ
ンセンティブがあってもよいように思われ
る（ 1 ）。
　近時の二つ目の特として，「ஷ蓄から投
資へ」の視点から，個人の投資を促進する措
置が拡充されている。令和 5 年度税制改正に
おいて，/ISA制度について，非課税保有期
間を無期限とするとともに，年間投資上限額
を120ສ円に拡充し，併せて成投資枠の年
間投資上限額を240ສ円に拡充するなど，ൈ
本的拡充と恒久化が図られた（税特租37条の
14第 1 項等）。併せて，スタートアップへの
再投資に係る非課税措置として，保有するג
式を売٫し，①自ݾ資金による創業や，②Τ
ンジェル税制の対象企業のうち設立 5 年未満
等の要件を満たした未上場ベンチϟー企業へ
の再投資を行う際に，再投資分についてはৡ
益に課税をしない措置が創設された（税特

（ 1 ）ా中治「税制改正の最近の特と今後の課題」税36߸223ݚท（2022年）。
（ 2 ）ユニコーン企業をҭてるためには，年間の権利行使限度額のఫഇも検討すべきであるとするものに，౻ా

ོ大「個人所得課税ᴷスタートアップ・Τコシステムにおけるストック・オプション税制の拡充」税235ݚ߸
40ท（2024年）。
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現実の必要性，ٸۓ性等に流される形で税制
を組み立てるのは，余りにも場当たり的で
あって，状況によっては課税の公平性を損な
いかͶない。

Ⅲ গࢠԽの進展と
ॴಘ税੍の課題

　既に一部触れたように，少子化への対策税
制として，令和 6 年度税制改正において，い
くつかの措置がなされた。ܹٸな住価格の
上ঢを踏まえて，子ҭて支ԉの観点から，आ
入限度額について一定の上乗せ措置がߨじら
れた（税特租41条13項等）。また，子ҭて特
例対象個人につき，既存住に係る特定の改
修事をした場合の所得税額の特別控除の対
象を拡大した（税特租41条の19の 3 第 7 項）。
なお，子ҭて支ԉ税制として，生໋保ݥ料控
除につき，ැཆ控除の見直しと併せて，令和
7 年度税制改正において結論を得ることとさ
れている。
　上記のように，少子化社会の進展（出生数
のܹٸな減少）に対する税制上の措置は，部
分的に進められているものの，ൈ本的な解決
には΄どԕいものがある。この問題は，税制
のみにとどまることなく，他の分野の施策を
含めた幅広い検討が必要になる。その検討の
一つとして，近時，日本税理࢜会連合会税制
審議会が「少子化社会における税制のあり方
についてᴷ令和 5 年度諮問に対する答申」（令
和 6 年 3 月25日，以下「答申」という（ 4 ））
を公表した。この答申を参照しつつ，その提
言の一部を介する。
　第一に，少子化の原因をどのように考える
かである。少子化の直接の原因は，未ࠗ化，

൩ࠗ化に加えて，有配ۮ者出生率の低下にあ
るといわれている。このような現象の背景と
しては，いろいろな要因（経済的な不҆定さ，
仕事と子ҭての両立の困難さ，家事ҭࣇの負
担がґવとしてঁ性にภっている状況，等）
が重なっていると思われるが，最も大きな要
因は経済的不҆定であろう。結ࠗや出産は個
人の自由な意思に基づくものであるにせよ，
その決定をする主体が，自らの生活の維持に
不҆をײじる状ଶでは，結ࠗや出産に向けて
の一าを踏み出すのに᪳を֮えるかもしれ
ない。望まない形での低金で非正規の働き
方が増えるなど，҆定した結ࠗや出産を考え
うる余༟のない，不҆定で先行きの見通せな
い経済的基൫の下では，人が҆心して結ࠗし，
子を持とうというؾ持ちになるのは容易では
ないであろう。このように考えると，少子化
のൈ本的な対策としては，人の働き方を改善
することや可処分所得の増大に向けて制度や
政策を整備することが望まれるであろう。
　このように考えると，税制がどのような役
割を果たしうるかについては見解が分かれる
かもしれないが，少なくとも，結ࠗ，出産後
もঁ性が制約を受けることなく仕事をଓける
ことができるような施策やब業調整の問題の
原因である配ۮ者控除等のあり方に関して，
ൈ本的な見直しをすることが求められる。
　第二に，少子化への対策として，税制の対
応のみでは不十分であって，社会保ো制度，
࿑働法制などの整備と併せて進めていくこと
が重要となる。答申は，社会保ো制度におけ
る社会保ݥ料の負担が増えることがब業調整
の大きな要因となっていること，࿑働法制に
おいては，法律の定めによって事業主に経済
的負担を含めた新たな義務を課すものである

（ 3 ）ా中治「総合所得税と分類所得税」税26߸119ݚท（2005年）（h ా中治税法ஶ作集第 3 ᴷ租税実体法の諸ר
相と論点ᴷ所得課税ʱ150ท（ਗ਼文社，2021年）所収）。

（ 4 ）日本税理࢜会連合会ϗームページ。なお，ච者も当該税制審議会委員である。
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が，特に中小の事業者にとっては，人材不足
の現状にߋに負担が課されることとなり，業
務に支োを生じるおそれもあることなどを指
摘している。
　第三に，少子化社会における税制として，
どのような点を検討し，制度化すべきかであ
る。
　一つは，所得税の課税単位をどのように考
えるかという論点である。課税単位としては，
個人を単位とする個人単位課税と්や家
を単位とする世ଳ単位課税がある。諸外国を
含めた課税単位のあり方は多様である。また，
近時では̣分̣乗方式をとるフランスの制度
への言及も多い。
　答申は，少子化にࣃ止めをかける税制とい
う意ຯでは，世ଳ単位課税の導入を検討する
必要があるとする。とはいえ，我が国の所得
税は，所得を直接稼得した個人に担税力を見
出して課税する立場を一؏して保持してきた
ものであり，諸外国においても個人単位課税
を࠾用する国が多いことを考えると，例えば，
一定の現役子ҭて世代に世ଳ単位の選択を認
めるといった制度も考えられる，ともしてい
る。
　二つは，人的控除のあり方をどのように考
えるかという論点である。答申は，働くこと
を希望する者がब業調整を意ࣝすることなく
働くことのできる環境を整備する必要がある
として，税制においては配ۮ者控除および配
者特別控除をഇ止し（併せて基礎的な人的ۮ
控除のあり方も検討し），また，社会保ݥ制
度においては，原則として全てのඃ用者への
社会保ݥの適用を検討すべきである，とする。
答申はまた，ැཆ控除について，課税最低限

を規律するものとして重視すべきであり，ࣇ
ಐ手当等の給付を理由にැཆ控除に制限を設
けたり，控除額に制限を設けたりするべきで
はない，とする。
　答申はߋに，①ҩྍ費控除のഇ止論も強い
が，高額となる不治ྍや出産に係る費用等
については，ҩྍ費控除を存置することが適
当である，②従業員のためにޏ用主が事業所
等に設置するୗࣇ施設について，補ॿ金の支
給，法人税等の税額控除等，不動産取得税や
定資産税の軽減措置などを検討すべきであݻ
る，ᶅڭҭ費やֶ金等の負担に対する税額
控除などの措置を多֯的に検討する必要があ
る，などの提言をしている。
　以上見たように，少子化対策の方法として，
税制は，一定の所得や財産の存在を前提に制
度設計するものであって，効果としては限定
的なものになるのかもしれない。効果という
点では，結ࠗや出産の当事者に対する直接的
な給付等がより大きいように思われる。また，
ൈ本的には，結ࠗや出産へのハードルをでき
るだけ低くするように，結ࠗや出産を考える
者の経済的基൫の拡充と҆定に向けた取組が
不可欠である。

Ⅳ のཁと૬ଓ税ɾܧ業ঝࣄ
ଃ༩税のཧとのিಥ

　事業ঝܧ税制は，中小企業の経営者の高ྸ
化や後ܧ者不足などの状況の進展に対処すべ
く，平成20年の「中小企業における経営のঝ
の円滑化に関する法律」（以下「円滑化法」ܧ
という）の制定を基礎に，平成21年度の税制
改正において措置されたものである（ 5 ）。

（ 5 ）事業ঝܧ税制の沿ֵと課題等につき，ా中治「事業ঝܧ税制のあり方」租税法ݚ究38߸85ท（2010年），同
「事業ঝܧ税制の現状と評価」税34߸165ݚท（2012年），同「事業ঝܧ税制の現状と課題」ץق個人金༥14ר
1 ߸66ท（2019年）（いずれも，h ా中治税法ஶ作集第 4 ᴷ租税実体法の諸相と論点ᴷ相ଓ税ɺ消費税ɺ地ר
方税ʱ99ท，120ท，130ท（ਗ਼文社，2021年）所収）。
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　事業ঝܧの論理と相ଓ税の論理とは対立す
ることがある。事業ঝܧは，事業（会社）の
ঝܧというଆ面と財産のঝܧという二つのଆ
面を持つからである。一方では，経済社会的
な観点からの要請として，会社のঝܧをより
進める施策が求められる。他方では，の不
当な集中を防止すべく，相ଓ税やଃ与税を通
して，その蓄積されたの再分配を促進する
ことが求められる。これら二つのଆ面の方向
性や目的はҟなっており，相ޓの対立や衝ಥ
をどのように調整するかが重要な課題となる
が，それは必ずしも容易ではない。税制の制
度設計は，種々の状況に左右され，また，税
制以外の他の政策手ஈとの組合せによって，
税制の比重がม化することもありうる。この
ように，政策税制としての事業ঝܧ税制は，
その政策目的の現実ଥ当性や効果，他の政策
手ஈとの選択可能性を考慮するとともに，そ
の政策的措置によってࣦわれるかもしれない
課税の公平性への十分な考慮を必要とする。
ઈえずその見直しが必要とされる所以であ
る。
　事業ঝܧ税制は，平成21年のその創設時の
とそれを大きくมえた平成30年度の特例措࢟
置の内容が特に注目される。
　平成21年度税制改正においては，円滑化法
を受けて，非上場ג式等に係る相ଓ税の納税
༛予（税特租70条の 7 の 2 ）および非上場ג
式等に係るଃ与税の納税༛予（税特租70条の
7 ）の制度が設けられた。例えば，上記の相
ଓ税の納税༛予の制度は，経営ঝܧ相ଓ人等
が，事業を 5 年間ܧଓし，ޏ用割合が80％以
上を維持するなどの一定の要件を満たした場
合は，その納付すべき相ଓ税額のうち，その
発行済議決権ג式等の 3 分の 2 に達するまで
の部分に係る課税価格の80％相当額は，その
後ܧ者のࢮの日まで，その納付を༛予する
というものである。この仕組みにおいては，
対象となるג式は 3 分の 2 ，༛予額は80％と

いう数ࣈが示すように，事業ঝܧの促進とい
う政策的要請と相ଓ税の課税強化の論理との
間で一定のଥ協，調整を見ることができる。
　これに対して，平成30年度税制改正は，事
業ঝܧの促進という政策的要請に࣠足を移
し，10年間（平成30年 1 月 1 日から令和 9 年
12月31日まで）の期限を限って，特例措置と
して，従前の制度の基本的な要件を大きく緩
和した。一つは，相ଓ税の納税༛予の対象ג
式のൣғ等につき， 3 分の 2 ではなく，取得
した全ての発行済議決権ג式を対象とした。
併せて，相ଓ税の༛予の割合として，80％で
はなく，全ג式に係る相ଓ税の全額を対象と
した（なお，ଃ与税については，従前からそ
の全てが༛予されていた）。二つは，対象者
が拡大された。ଃ与者を先代経営者に限定す
ることなく，代表権を持たない先代経営者の
配ۮ者あるいは第三者からの相ଓまたはଃ与
が含まれることになった。三つは，ޏ用確保
要件は事実上ఫഇされるに至っている。特例
においては， 5 年間のޏ用確保要件の平ۉが
80％を下回っても，ޏ用ܧଓ要件を満たせな
い旨を記ࡌした書類を都道府ݝに提出すれ
ば，原則として納税༛予はܧଓされる。࢛つ
は，特例においては，経営環境のѱ化に対応
した特別の減໔措置が設けられた。経営環境
がѱ化し，事業のܧଓが困難な場合，ג式の
ৡ時や自主ഇ業時におけるג価などを基に
再計算した金額を算出し，当該納付金額が最
初の納税༛予額を下回る場合は，その差額は
໔除される。
　なお，平成30年度の上記の特例措置にଓい
て，平成31年度税制改正において，個人事業
者についても，΄΅同じ形で，事業用資産に
係る相ଓ税，ଃ与税の納税༛予制度が創設さ
れた（税特租70条の 6 の10，70条の 6 の 8 ）。
　事業ঝܧの政策的重要性と課税の公平を重
視した相ଓ税の存在理由の比重をどのように
考えるかは，難しい問題ではあるが，原則的
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には，課税を通したの再分配，人生の初期
設定における財産保有の平等性といった価値
の重要性に࣠足を置くべきであろう（ 6 ）。ま
た，事業ঝܧ税制の正当化は，単に地域経済
の活性化等に置くべきではなく，従業員の生
活の保護などの価値を含めた法的な価値にཪ
打ちされなければならない。とはいえ，権利
論としても，何が何でも既存の事業が全てঝ
される必要はなく，それが新たな時代の要ܧ
請に対応した新規の事業の創設をげるもの
であってはならない。
　政策手ஈとしての事業ঝܧ税制は，他の政
策手ஈとの対比においては相対的なものとい
うべきである。事業ঝܧを支ԉするための仕
組みとしては，΄かに公的な補ॿ金や金༥措
置などがあり，税制もこれらの手法との組合
せにおいて効果を発شするのであろう。税が
もともと公的財源の調達手ஈである限りにお
いて，税制の役割は抑制的なものというべき
であろう。

ᶛ おΘΓに

　税制が経済的，社会的政策手ஈの一つとし

て用いられる向は，おそらく今後も弱まる
ことはないであろう。政策手ஈとしてどれだ
け，どこまで有効かどうかが政策としての税
制の利用の当否や程度を左右するであろう。
とはいえ，ٕज़的な困難性もあるのであろう
が，その効果分ੳは十分とはいえないように
思われる。税制の効果がどれだけあったのか，
等が生じたのかどうかなど，個別のにฐٯ
政策の達成度とともに，具体的な検証が不可
欠である。
　次に，政策税制化の向は，税制に対する
をࣦってはならײ張ۓ法的，法的要請とのݑ
ないであろう。もともと税制は，公的財源の
調達手ஈであることを基本的な存在理由とす
ること，納税者の担税力の存在に着目して適
正な負担を納税者に求めるものであること，
合理的理由なく特別の者に利益を与えたり不
利益を与えたりすることは課税の公平を損な
うものとしてݑ法14条等によりې止されてい
るということをれてはならない。
　税制改正においては，税制の政策手ஈとし
ての役割と税制に対する課税の公平の要請と
の衝ಥと調整が今後ともଓくであろう。

（ 6 ）アンケートやインタビューを通して，事業ঝܧ税制には，税負担の軽減が必要のないであっても適用で
きるなどの面があり，税による再分配機能をめている可能性があると指摘するものに，近ـ税理࢜会ʰ中
小企業税制を考えるᴷ現状とこれから（第 5 回近ـ税理࢜会ݚ究討論会）ɦ 224ท（2023年）がある。
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応に向けた協議文書（1986年にOECDが公表
した「基地会社レポート」及び「導管会社レ
ポート」，1998年の「改訂移転価格ガイドラ
イン」の公表，2010年の「PE帰属主義レポー
ト」を伴うモデル租税条約 7 条改正等）の蓄
積があげられる。

1 . 2 　�15項目のクロスボーダー法人税制課
題への対応策での協調（BEPS1.0）

　多国籍企業による二重非課税を活用した租
税計画の拡大がマスコミに大きく取り上げら
れ政治問題化した21世紀初頭の状況下で，国
際法人税制がグローバルビジネスのもたらす
新しい課題に十分対応できているかどうかを
包括的に検証する取組みが，OECD/G20の
下でBEPS（税源浸食・利益移転）プロジェ
クトの名で取り組まれた。同プロジェクトで
は，「行動」と呼称する15の検討項目別に，
各国の国際法人税制の在り方を検証し，協調
対応すべき課題とそれへの処方内容をとりま
とめて，2015年に最終報告書として公開した。
国際課税に係る包括的な検証目的の最初のグ
ローバル協調ともいえるこの取組みは，
BEPS1.0と呼称され，そこで提示された個々
の勧告は，協議参加国に求める遵守要請の程
度に応じて 4 種類（必ず具備しなければなら
ない「ミニマムスタンダードの提示」と導入
の可否及び内容が参加国の選択に任される

Ⅰ「BEPS1.0」での多国籍企業
の二重非課税問題への対応

1 . 1 　�BEPSプロジェクト以前の法人税に
係る国際協調の状況

　法人税制の設計に関する国際協調は，経済
のグローバル化の下で所得計算のための会計
原則が国際的に収斂しつつあること，及び，
二重課税を排除するメカニズムを具備する租
税条約ネットワークが拡大したことを背景と
して，着実に進展してきた。しかし，課税ベー
スの広狭や税率の相違に加えて投資促進のた
めの各種優遇税制の有無など，法人所得課税
には各国が自国の経済状況に応じて設計する
余地が多いため，国境税調整を伴う消費税制
のようには，税制の骨格の共通化に向けた国
際協調は行われてこなかった。
　一方で，OECDを舞台とした法人税に係る
グローバルな政策協調は，もっぱら，居住地
国・源泉地国間での二重課税排除と国境越え
租税回避行為の防止策に焦点が絞られてき
た。その際には，居住地国・源泉地国間での
課税権配分の理念である「独立企業間原則」
と「恒久的施設（PE）帰属原則」によって
検証を行うことが，政策協議のルーティンで
あった。具体例としては，1980年代から本格
化した多国籍企業の租税回避スキームへの対

特集 4BEPSプロジェクトを通じた
国際法人税制の多国間協調
青山慶二◉千葉商科大学大学院客員教授
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実体がある事業から得られる子会社の能動的
所得については，租税負担割合（20％未満と
いう適用閾値）の如何にかかわらず合算対象
外とすること，②受動的所得しか得ていない
租税回避リスクの高いペーパーカンパニー等
については，閾値税率を30％（令和 5 年度改
正で27％に引下げ）に高めて合算課税の対象
とすることであった。これらは，従来の税制
が抱える過大合算と過小合算の指摘に応える
ものとなった。
ロ．過大支払利子税制の改正
　我が国の過大支払利子税制は，対象を関連
者間純支払利子等に限定し，調整所得金額の
50％を超える部分につき損金算入を否認する
ものであったが，諸外国のより厳格な実施水
準を踏まえた行動 4 の勧告に従い，第三者か
らの資金調達に係る非関連者間利子も対象に
含め，かつ，否認対象部分を諸外国並みの調
整所得金額の20％を超える部分とする改正が
令和元年度に実現した。
ハ．無形資産取引に係る移転価格税制の改正
　無形資産の関連者間移転による租税計画に
対しての脆弱性が指摘されていた我が国の移
転価格税制に対し，行動 8 ～ 10の勧告内容

（価値の創造された場所での納税を保証する
諸施策）を踏まえて，令和元年度改正により，
①評価困難な無形資産に係る事後的な価格調
整措置である「所得相応性基準」の導入，及
び②無形資産からの収益を，開発・改善・維
持・保護・使用の貢献度に応じて配分するガ
イダンスなどが定められた。
　また，価値の創造に応じた納税が行われて
いるかの検証データとして有益とされる大規
模多国籍企業による「国別報告書（CbCR）の
作成」（行動13）に係る国内法制化と同報告書
の交換のための多国間合意にも参加している。
ニ．�ハイブリッドミスマッチ取引の是正及び

条約濫用防止のための多国間条約への参加
　所得区分や所得の帰属先決定に関する国内

「既存のスタンダードの改正」，「共通アプロー
チの提示」，「ベストプラクティスの提示」）
に区分されていた。
　なお，グローバルな法人活動が直面してい
る高度なデジタル経済の下で，現行ルールが
関係国間に適正な課税権配分機能を果たしう
るのかを問うBEPS1.0における唯一の包括的
諮問事項（行動 1 ）に関しては，時間をかけ
た検討が必要とされ，その後 6 年間の検討を
経た2021年に「 2 つの柱からなる最終合意

（BEPS2.0と呼称）」が成立している。
　我が国は，現行の国内法及び租税条約につ
いて，BEPS1.0及び2.0の勧告に沿った諸改正
に積極的に取り組んでいる。その背景には，
マスコミでも報道された多国籍企業の租税回
避計画（代表例として，アイルランドの事業
会社やオランダのIP会社等を介在させた「ダ
ブルアイリッシュ・ダッチサンドウィッチス
キーム」）などのコンプライアンス課題につ
いて，我が国企業は，そのような試みからは
一般的に距離を置いているとし，BEPSの対
抗策を我が国が国内法や条約で迅速に反映さ
せれば，行儀のよくない外資企業への抑制効
果を通じて市場における「公平な競争条件」
を確保できるとの国益上の判断が，政府には
あったとみられている。

1 . 3 　�BEPS1.0勧告を参照した我が国での
税制改正

　BEPS1.0勧告を参照した国際法人税制の改
正の代表例は，以下のとおりであった。
イ．�外国子会社合算税制（タックスヘイブン

税制）の改正
　BEPS1.0の勧告は，米国での同税制の経験
等を反映したベストプラクティスを提示する
ものであり，そこには我が国の同税制の脆弱
性を補完する内容も含まれていたため，平成
29年度以降数次にわたり勧告に沿った改正が
行われた。その主たる内容は，①経済活動の
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法の取扱いの相違から発生する二重非課税問
題についての勧告（行動 2 ）及び租税条約の
濫用（「PE認定の人為的回避」や導管会社を
利用して条約の便益を不正に得る「条約漁り」
など）に関する勧告（行動 6 及び 7 ）を受け
て，我が国は2016年に「BEPS防止措置実施
条約」（多国間協定）に署名し，同条約は
2019年から我が国で施行されている。

Ⅱ BEPS2.0における課税権再配分と
グローバルミニマム税の導入の合意

2 . 1 　�デジタル経済下での新しい国際法人
税制の探究

　デジタル経済への課税の在り方に関する 2
つの柱から成る国際合意は，約140か国から
なるOECD/包摂的枠組み参加国（IFと呼ぶ）
により2021年10月に公表された。BEPS2.0と
呼ばれる合意は，2020年にドラフトとして公
開提示された「青写真」をベースとして，度
重なるパブリックコンサルテーションや政治
折衝を経て得られた「歴史的成果」と称され
る新ルール（第 1 の柱として，デジタル経済
下での市場国への新たな課税権配分の仕組み
である「利益A」と再販売子会社への帰属所
得算定方式を簡略化する「利益B」の創設，
第 2 の柱として，GloBE税制と呼称されるグ
ローバルミニマム税の導入を内容とするも
の）である。
　BEPS2.0の基本設計に基づき，IFは，当初，
2023年（第 1 の柱については2024年）からの
合意内容の施行開始を目途として詳細設計に
取り組み，まずGloBEルールにつき，参加国
の国内法の改正内容を統一化するためのモデ
ルルールの作成を行い，さらには執行上の課
題に答える実施枠組みというガイダンスも作
成し公開した。
　一方で，第 1 の柱に関しては，利益Aの詳
細設計内容を規定する新たな「多国間条約」

の起草作業を推進してきたが，後述するとお
り，利益Aの条約案の確定が当初合意時のス
ケジュール案から大幅に遅延したことや，利
益Aとパッケージ合意を求められた利益B自
体の詳細設計の手間取り（後述参照）もあり，
2024年 7 月現在においても，利益Aと利益B
の詳細設計の最終合意には至らず， 2 つの柱
の施行における跛行性が解消できない状況に
ある。

（注）直近の動向
　2024年 7 月のG20財務相会議共同声明で
は， 2 つの柱合意の迅速な施行に向けた
OECD/IFの取組みに対する支持表明の再確
認と併せて，利益Bに関する残された課題を
解決して利益Aの実施のための多国間条約の
署名が可能になるよう，第 1 の柱の最終パッ
ケージの交渉を迅速に収束させるようIFに
求めている。

2 . 2 　2021年最終合意の基本構造
2 . 2 . 1 　�市場国に新たに課税権を付与する

第 1の柱
　第 1 の柱は，PEの介在を不要とするデジ
タルビジネスが生み出す所得に対する市場国
での法人税課税漏れという，行動 1 が提示し
た課題に直接に応える新ルール（利益A）を
主体とするものであり，それはまた，EU諸
国をはじめインド，トルコなどで拡大しつつ
あった国内法改正によるデジタルサービス税

（DST）の賦課（主たる課税対象は米国の大
手IT企業）が起因となった米国と各国間で
の貿易紛争を収束させる処方箋としても待ち
望まれたものであった。
　青写真で利益Aの課税対象として提案され
たビジネスは，欧州勢が主張した「自動化さ
れたデジタルサービス（ADS）」と米国が主
張した「消費者向けビジネス（CFB）」（超
過収益を生むブランド品販売ビジネスを念
頭）の両者であったが，政治折衝の結果，ビ
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ジネスの種類を問うことなく，かつ，極めて
大規模なグローバルビジネス（200億ユーロ
の全世界売上げを有する企業グループ）のみ
を適用対象とすることとされた。ビジネス種
類の無限定により，デジタル化の下で従来の
ルールが不合理な課税権配分結果をもたらす
不都合を根本的に補修できることとなり，ま
た，対象企業の売上閾値の高額設定（全世界
で100グループ程度が対象）を行ったことは，
ビジネスに新たに発生するコンプライアンス
コストへの配意と評価されている（ただし，
同制度の円滑な施行の確認を前提に売上閾値
の半減を 7 年後に実施予定）。
　なお，多国籍企業の超過収益課税が市場国
で漏れる要因として，ADSについては，デ
ジタルビジネスの消費者が提供するデータの
価値が課税上斟酌されにくい点が強調された
のに対し，CFBについては，市場国で生み
出される超過収益の根源となるブランド価値
などのマーケティング無形資産が斟酌されに
くいことが指摘されていた。
　利益Aは，居住地国・源泉地国間での課税
所得の配分フォーミュラ（グループの売上利
益率10％を超える部分である超過収益のう
ち，その25％を市場国に帰属するとみなして，
国別売上高比率に応じ各市場国に配分する方
式）を提案するもので，従来ルールの上記課
題を解消する機能を持つ。利益Aは，IF参加
国間の多国間協定でその仕組みを定めて，同
条約の署名・批准国によって施行されること
が予定されている。
　なお，基礎的再販売活動を営む子会社へ帰
属する所得を算定するための移転価格ルール
の簡素化を図る利益Bは，利益率に関するビ
ジネスデータを用いて作成した業種別利益率
のフォーミュラに従って独立企業間利得を配
分する算定方式であり，厳密な比較対象取引
の探求を回避できる仕組みである。利益Bの
メカニズムは，各国国内法のガイダンスとさ

れている「OECD移転価格ガイドライン」中
に移転価格算定方法の 1 つとして登録される
ことが予定されており，簡素化の観点から利
益Bを導入を希望する国は，同ガイドライン
に沿った国内法改正で同制度を施行すること
が予定されている。
2 . 2 . 2 　�法人税制にグローバルミニマム税

を導入する第 2の柱
　ビジネスのデジタル化の下で，関連者間の
事業再編を通じて軽課税国から事業を行うこ
とにより，実質的な法人税課税を回避する多
国籍企業の租税計画が増加しつつあることへ
の究極のBEPS防止措置が，第 2 の柱として
最低限の法人税率負担（15％）を求める
GloBEルールの導入である。なお，近年国家
間で拡大しつつある法人税率引下げ競争によ
るいわゆる税制の堕落（Fiscal Degradation）
に終止符を打つという財政規律確保の目的も
GloBEルール提案の理由とされている。
　同ルール下での課税対象はグループの会計
年度総収入金額が7.5億ユーロを超える多国
籍企業グループとされ，15％の実効税率を適
用する際には，国別グループ純所得の金額か
ら一定の有形資産と一定の支給給与の金額の
各 5 ％を控除した金額をベースに計算するこ
とで実体のある企業活動への斟酌が行われて
いる。
　国別実効税率が15％に足りない場合に，軽
課税国で発生する当該所得に対し，（イ）15
％の実効税率負担に達するまで親会社への所
得合算により課税を行う方式（IIRと呼ぶ）
を中心に，（ロ）軽課税国自らが15％までの
追加課税を行う方式（QDMTTと呼ぶ），さ
らには，（ハ）子会社所在地国において
QDMTTが行われない状況で親会社がIIRを
行使しない場合には，関係法人が所在する第
三国において15％までの合算追加課税を行う
方式（UTPR）の 3 つを組み合わせることに
より，どのような状況においても15％のミニ
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マム法人税負担を確保するというのが，
GloBEルールの全体像である。同ルールは，
IFが提供するモデルルールとその実施ガイ
ダンスを参照して，参加国が国内法改正によ
り施行することとされている。
　上記国内法に加えて，一定の関連者向け支
払いについても，支払先が軽課税国である場
合には，源泉地国での支払いに当たりミニマ
ム課税（ 9 ％の税率）が行える仕組み（STTR
と呼ぶ）も合意された。ただし，STTRの発
動は途上国であるIF加盟国からの要請を条
件とする仕組みとなっており，この合意実施
のために必要とされる多国間協定は，2023年
9 月に署名・批准のために公開されている。

2 . 3 　この間の主要な政治折衝の経緯
2 . 3 . 1 　米国のIFへの協議復帰
　 2 つの柱が目指す新しい課税制度が大規模
多国籍企業の課税の適正化である以上，デジ
タル化の下でグローバルビジネスを拡大して
きたIT関連事業等の母国である米国政府の
積極的関与が必要とされたことはいうまでも
ない。
　 2 つの柱に係るIFにおける政治折衝が，ス
ケジュール面で遅延しながら2021年を契機に
前向き方向に展開した背景には，IFでの協
議に積極的ではなかったトランプ政権から法
人税増税構想とともに登場したバイデン政権
の国際協調ポリシーがあるといわれている。
なお，トランプ政権は，2017年の税制改正で，
グローバルミニマム税のモデルともいわれる
GILTI税制（グローバル無形資産低課税所得
税制）を国内法で導入したが，同税制は，無
形資産の看板を掲げているものの，実質は，
外国子会社で稼得された軽課税のグローバル
収益に対して，国内の法人税率（21％）の半
分に相当する10.5％の税率に達するまで親会
社所在地国である米国で上乗せ課税をすると
いう緩いミニマム税の導入であった。一方で，

トランプ政権は，利益Aとグローバルミニマ
ム税構想からなるIFでの 2 つの柱の議論か
ら一定の距離を保ちつつ，当時EUを中心に
拡大しつつあったDSTに対しては，米国企
業を狙い撃ちするものとして批判し，制裁関
税での対応を武器に強硬な圧力をDST実施
国にかけていたという経緯がある。
　バイデン政権は，その登場とともに，法人
税率引上げ（21％から35％へ）に合わせて
GILTI税制の上乗せ課税の閾値を21％まで引
き上げる改正案を議会提出したのであるが，
これは，IFで協議中であったGloBEルールの
ミニマム課税の水準（15％）に達していなかっ
たGILTIの課税閾値を国際合意に合わせよう
とする立場でもあり，GILTIにおけるグロー
バルベースの実効税率算定を国別に切り替え
る提案と合わせて，IFにおけるグローバル
ミニマム税合意の実現に向けたモメンタムを
高めることとなった。ただし，バイデン政権
による法人税率引上げ及びGILTI税制改正の
提案は，ともに米国議会の合意が得られず，
GloBE税制と米国税制間には乖離が残された
まま2024年の大統領選挙を迎えようとしてい
る。なお，利益Aの施行により役目を終える
予定の各国のDSTに対して，米国は，利益A
にかかる多国間条約の合意と施行までの間
は，USTRによる制裁関税発動を差し控える
としている。
2 . 3 . 2 　新興国，途上国の積極的関与
　 2 つの柱は，第 1 の柱の提案から新たな財
源を期待できる市場国であり，加えて，投資
優遇税制などで第 2 の柱のミニマム税水準を
下回る実効税率を多国籍企業に提供してきた
新興国・途上国が，関心を抱くテーマである。
BEPS1.0の当初参加国がOECD/G20参加国が
主体であったのに比べ，BEPS2.0の協議主体
となったIFは，発足時の82か国・地域（2016.6）
から147か国・地域（2024.7）に参加国が拡
大していることがその表れといえる。
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　なお，従来，国際課税のルールを議論する
場として，全般的な政策提言をOECD租税委
員会が受け持ち，他方，国連の税の専門家委
員会は途上国の関心テーマの協議を分担する
という重複したフォーラム活用が行われてき
たが，BEPS問題に関する限り，統合的な協
議のフォーラムがIFによって提供されたこ
とは大きな進展と評価できる。新興国・途上
国は， 2 つの柱の執行がもたらす中小規模国
への歳入効果を期待するとともに，詳細設計
に当たっては執行能力に応じた制度の簡素化
を強く求めてきた点で，折衝過程で重要な役
割を果たしている。IFでは2021年秋の最終
合意以後は， 2 つの柱の詳細設計の進捗のた
びごとに，詳細な歳入インパクト推計（ハブ
機能を果たす国を除き中小国はプラスの歳入
効果を見込むという内容）を公表してきてい
る。
2 . 3 . 3 　�ステークホルダーとしてのビジネ

ス団体の関与
　BEPS2.0では， 2 つの柱に係る新しい課税
ルールのいずれもが，単体ベースの法人課税
ルールを飛び越えて，グループ法人横断での
課税所得や実効税率の計算及びそのための文
書化義務（GloBE情報申告書等）を求めるこ
ととなったため，ビジネス団体からは，税負
担額のみならず，納税事務に係るコンプライ
アンスコストの増加に関する懸念も，広く提
出された。OECDビジネス諮問委員会（BIAC）
が 2 つの柱に係るIF協議文書へのパブコメ
の集約提供元となっているが，BIACを構成
するUSCIBや経団連等の国別ビジネス団体
も，独自に， 2 つの柱の各種施策に関し，比
例原則に沿った簡素な制度設計を強く求めて
いる。ビジネス団体は，IFでのマルチの協
議の場だけでなく，グローバルミニマム税の
国内法立法過程に対しても，強く働きかけて
いる。

Ⅲ 我が国における 2 つの柱に
関する国内法改正の対応

3 . 1 　グローバルミニマム税の導入
　令和 5 年度改正により，我が国は第 2の柱
のグローバルミニマム税構想の中心である親
会社合算制度（IIR）を，法人税法の本法中に「各
対象会計年度の国際最低課税額に対する法人
税」（法82条の 2 ）として立法化した（令和 6
年 4 月1日開始事業年度から施行開始）。詳細
設 計 に つ き 議 論 が 残 っ て い るUTPRと
QDMTTの我が国における立法化は令和 6 年
度以降に繰り延べられている（令和 6 年度改
正では触れられず）。
　同税制の課税の枠組みはGloBEルールに
沿っているので，重要な追加点のみを以下に
まとめる。
イ．�課税対象となる企業グループの構成会社

及び合算する内国法人
　課税対象グループは「特定多国籍企業グ
ループ」と呼び，グループに係る収入金額の
閾値については直前 4 年間のうち 2 年以上
7.5億ユーロ相当額を超えるものとしている。
また，実効税率計算を行う構成会社の定義を
行い，構成会社等に係る国別グループ純所得
金額を基に算定した国別実効税率に基づき算
定される当期国際最低課税額の納税を最終親
会社である内国法人で行う。
ロ．ミニマム税の算定
　GloBEルールどおり，国別グループ純所得
金額からは，一定の給与の 5 ％と有形資産簿
価の 5 ％（いずれも，導入後10年間は経過措
置による追加控除％も規定）の控除後の金額
をベースに，15％と当該国の実効税率との差
額分を乗じた金額が，「当期国別国際最低課
税額」とされている。また，実効税率が15％
未満であった場合でも，国際最低課税額が僅
少である場合に課税対象としない選択権の定
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め（デミニマス基準）や15％以上である可能
性が高い国につき実効税率及び最低課税額の
算定を不要とするセーフハーバー措置（移行
期間のものと恒久的なものの両方）も，
GloBEルールに沿って立法化されている。

3 . 2 　関連する外国子会社合算税制の改正
　BEPS1.0対応で外国子会社合算税制につき
平成29年度改正で導入されたペーパーカンパ
ニー特例について，本ミニマム税導入に伴う
追加的な事務負担増への配慮として，検証対
象となる子会社の負担割合の閾値を30％から
27％に引き下げている。

Ⅳ BEPS2.0の進展に関する
直近の状況と課題

4 . 1 　スケジュール遅延をめぐる国際情勢
　IFは，GloBEルールの国内法実施が順調に
進捗していることを評価する一方で，第 1 の
柱のスケジュール遅延については，2023年 7
月のIFによる成果報告書により設定した改訂
スケジュール（2024年 6 月までの多国間条約
の署名，2025年度からの原則施行）について
も，再度繰り延べになったことを認めている。
　この背景には，2024年 7 月のG20コミュニ
ケが指摘したとおり，利益Bの制度設計に関
する未解決の課題（対象取引の判断に定量的
な基準のみならず定性的基準を入れるように
とのインドの主張等）が解消できなかった点
があげられる。また，利益Aの多国間条約の

発効条件（対象企業グループの最終親会社の
60％をカバーし，かつ30か国以上が批准する
との条件）の充足のために不可欠とされる米
国の積極的役割についても，楽観を許さない
状況が認められ（米国は，利益Aと利益Bの
パッケージ取引を主張），今後のスケジュール
の不透明性を懸念させる材料かもしれない。
　また，最近，新興国・途上国の提案により
開始されることになった国連における国際税務
協力に係る枠組条約案の審議も，その推移如
何によっては，これまでIFが一元的に担ってき
た本件グローバルルール作りのフォーラムとし
ての独占性に波紋を投げかけるかもしれない。

4 . 2 　国内法制化の見通し
　上記の環境下で我が国の 2 つの柱に係る税
制対応は，IIRの制定後，目下のところ様子
見状況にあるといえる。しかし，QDMTTや
UTPRは第 2 の柱の趣旨を実現するためには
欠かせられないものであり，OECD/G20の
実施細則の進展を踏まえ前向きに対応すべき
と考える。また，遅延している利益Aと利益
Bについても，BEPSの課題に対する合意の
価値を実現するため，我が国はIFのリーダー
国の 1 つとして官民を通じて前向きの決着に
尽力すべきであるが，DSTとの置換えとい
う位置付け上，スケジュールが政治的な駆け
引きに左右されることはやむを得ないとも思
われる。その観点から，情勢の流動化の可能
性も視野に入れて，DSTの各国動向等を監
視していく必要があると思われる。

〔主な参考文献〕
・OECD（2021）OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting

Project, Statement on a Two-Pillar Solution to Address the
Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the
Economy

・OECD（2023）Outcome Statement on the Two-Pillar
Solution to Address the Tax Challenges Arising from the

Digitalisation of the Economy
・OECD（2023,2024）Economic Impact Assessment of the

Two-Pillar Solution
・G20（2024）Third G20 Finance Ministers and Central Bank

Governors Meeting, Communique & the Rio De janeiro G20
Ministerial Declaration on International Tax Cooperation

*　　　　*　　　　*
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者໔税点制度や簡易課税制度を利用した租
税回避を防止するため，制度の見直しが実
施された。

（注�1 ，とは「通৴利用役務の提供ؾి」（
資産のৡ等のうち，ిؾ通৴回ઢを
介して行われるஶ作権法上のஶ作の
提供（当該ஶ作の利用の許に係る
取引を含む）その他のిؾ通৴回ઢを
介して行われる役務の提供（ి，ి
৴その他の通৴設備を用いて他人の通
৴をഔ介する役務の提供を除く）であっ
て，他の資産のৡ等の結果の通そ
の他の他の資産のৡ等に付ਵして行
われる役務の提供以外のものをいう（消
法 2 ①ീの三）。

　なお，本ߘの改正内容を含む令和 6 年度税
制改正「所得税法等の一部を改正する法律」
は令和 6 年 3 月28日に成立し，同月30日に公
された。ڈる令和 6 年 7 月，国税ி消費税
ࣨは消費税のプラットフォーム課税に関する
Q&A（プラットフォーム事業者用）及び（国
外事業者用）を公表している。

Ⅰ ͡Ίに

　消費税については，令和 6 年度税制改正大
において国内外の事業者間の競争条件の公ߝ
平性や適正な課税を確保する観点から，ٕज़
的・専門的視点から考え方を整理した国境を
越えたデジタルサービスに対する消費税課税

（以下「プラットフォーム課税」とする）制
度が導入されることとなった。この消費税法
改正の֓要（ 1 ）は以下のとおり。
・国外事業者が国内において行う消費者向け

通৴利用役務の提供がデジタルプラッؾి
トフォームを介して行われるデジタルサー
ビスで，その対価について国税ி官の指
定を受けたプラットフォーム事業者（以下

「特定プラットフォーム事業者」とする）
を介して収受するものである場合には，当
該特定プラットフォーム事業者が当該消費
者向けిؾ通৴利用役務の提供を行ったも
のとみなす，プラットフォーム課税制度が
導入された。

・あわせて，国外事業者により行われる事業

特集 5国ڥをӽ͑たσジλϧαʔϏεʹ
ର͢Δফඅ税՝税の͋Γํʹ͍ͭͯ
খग़Ұ◉,1.(੫ཧ࢜๏ਓύʔτφʔʗ੫ཧ࢜ˎ

ˎ,PMG税理࢜法人çBEPS2.0実務対策プロジェクトリーダーʗ FinTech フΝイφンスˍテクϊロジー　パート
φーʗ税理࢜

（ 1 ）h 改正税法のすべて令和 6 年൛ （ɦ大ଂ財務協会，令和 6 年）ʤ消費税法等の改正ʥ
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　他方で，モバイルアプリ等の提供について
は，通ৗ，プラットフォーム事業者は取引の
介を行うのみであり，実際の取引は個々の
サプライϠーが消費者に対してコンテンπを
提供する方式（セールスΤージェント方式）
であるため，消費税納税義務者はプラット
フォーム事業者ではなく，その背後にいる
個々のサプライϠーとなる。こうしたサプラ
イϠーは国外事業者も多く，税務当ہによる
情報の入手手ஈが限定されており，調ࠪにも
困難が伴うなど，適正な課税の確保に課題が
存在していた。
　これらの課題に対処するため，プラット
フォーム事業者が取引の介を行う前述の
セールスΤージェント方式においては，プ
ラットフォーム事業者は，消費者との契約関
係からすれば取引主体とはならないものの，
実質的に金મの流れを含めて取引の全体を管
理し得る立場にあることも踏まえれば，とり
わけ国外事業者がサプライϠーとなる取引に
ついては，適正な課税の確保の観点からプ
ラットフォーム事業者に申告納税を担っても
らうこととした。
　こうした事象を背景として，前述のとおり，
国内外の事業者間の競争条件の公平性や適正

Ⅱ ϓϥοτϑΥーム課税と

1 ɽプϥοトϑΥーム課税制導入のഎܠと
題

　近年，日本のデジタルサービス市場は拡大
をଓけており，多くの国外事業者が国内市場
へ参入している。特に，インターネット上で
デジタルサービスの介を行う大規模なプ
ラットフォーム事業者を介して，多くの国外
事業者がオンラインήームを中心とした国内
消費者向けのモバイルアプリ等の配৴を通じ
て，ٸ速に国内市場へ参入している。このよ
うな状況のなかで，国外事業者が本来納める
べき消費税のัଊや調ࠪ・収が課題となっ
ている。
　このようなプラットフォーム事業者を介し
て行われるデジタルサービスには様々な取引
類ܕがあるが，例えば，ి子書籍やԻ楽・動
画などの配৴については，プラットフォーム
事業者がコンテンπを仕入れ，自ら消費者に
提供する方式（バイセル方式）が一般的であ
り，この場合の消費税の納税義務者はプラッ
トフォーム事業者自となる。

ᶃΞϓϦ৴

ᶄൢചۚʴ੫

ऀۀࣄ֎ࠃ

ऀۀࣄ֎ࠃ

ᶅਃࠂ

ಛఆϓϥοτϑΥʔϜ
ऀۀࣄ

ࠃ
ফඅऀ

੫ॺ

10*/5

ௐࠪࠔ

ᶃɹ͕ऀۀࣄ֎ࠃಛఆϓϥοτϑΥʔϜऀۀࣄΛ௨͡
ͯΦϯϥΠϯήʔϜʹؔ͢ΔϞόΠϧΞϓϦΛ৴ɻ
ᶄɹࠃফඅऀ͕ᶃ৴ͷରՁ（ྫɿ���� ԁ）Λ
͏ɻࢧ

ᶅɹಛఆϓϥοτϑΥʔϜऀۀࣄ���Λखྉ
（ྫɿ���ԁ）ͱͯ͠ऩड͢Δɻ

w �）ͬͨରՁࢧফඅऀ͕ࠃ��� ԁ）ͷ͏ͪফ
අ੫૬ֹͰ͋Δ ��� ԁ੫ॺʹਃࠂೲ͞Ε
Δ͜ͱʹͳΔ͔ʁ
w ಛఆϓϥοτϑΥʔϜࢧʹऀۀࣄ֎ࠃ͕ऀۀࣄ
͏ରՁফඅ੫ࠐΈ（��� ԁ）Ͱ͋Δ͔ɺ͘͠
ফඅ੫ൈ͖（���ԁ）ͱͳΔ͔ʁ

（ग़యɿ,1.(੫ཧ࢜๏ਓ࡞）

ਤද　�ফඅ税プϥοトϑΥーム課税のΠϝージਤ
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な課税を確保することを目的として，令和 6
年度税制改正において，国外事業者に代わっ
てプラットフォーム事業者に納税義務を課す
プラットフォーム課税制度が導入された。

2 ɽプϥοトϑΥーム課税制の֓要
　国外事業者がプラットフォーム事業者（ア
プリストア，オンラインモール等）を介して
国内において行う消費者向けిؾ通৴利用役
務の提供のうち，国税ி官の指定を受けた
特定プラットフォーム事業者を介してその役
務の提供の対価を収受するものについては，
その特定プラットフォーム事業者がその役務
の提供を行ったものとみなして消費税の申
告・納税を行うこととされた。なお，特定プ
ラットフォーム事業者が適格請求書発行事業
者（インϘイス発行事業者）である場合，プ
ラットフォーム課税の対象となる消費者向け
通৴利用役務の提供について，適格請求ؾి
書（インϘイス）の交付義務が生じることに
なる。
（1）デジタルプϥοトϑΥーム
　不特定かつ多数の者が利用することを予定
してి子計算機を用いた情報処理により構ங
された場であって，当該場を介して当該場を
提供する者以外の者が消費者向けిؾ通৴利
用役務の提供を行うために，その消費者向け
通৴利用役務の提供に係る情報を表示すؾి
ることをৗଶとして不特定かつ多数の者にి
通৴回ઢを介して提供されるもの（消法15ؾ
の 2 ①）。
（2）ফඅऀؾి͚通৴ར༻のఏڙ
　事業者向けిؾ通৴利用役務の提供以外の
もの。
ڙ通৴ར༻のఏؾి͚ऀۀࣄ（3）
　国外事業者が行うిؾ通৴利用役務の提供
のうち，そのిؾ通৴利用役務の提供に係る
役務の性質ຢはその役務の提供に係る取引条
件等から，その役務の提供を受ける者が通ৗ

事業者に限られるもの（消法 2 ①ീの࢛）。
（4）プϥοトϑΥームऀۀࣄ
　デジタルプラットフォームを提供する事業
者。
（5）ಛఆプϥοトϑΥームऀۀࣄ
　プラットフォーム事業者のその課税期間に
おいて，その提供するデジタルプラット
フォームを介して国外事業者が国内において
行う消費者向けిؾ通৴利用役務の提供に係
る対価の額（税込）のうちそのプラットフォー
ム事業者を介して収受するものの合計額（そ
の課税期間が 1 年に満たない場合には，年換
算した金額）が50億円を超えるものとして，
国税ி官により指定を受けた者（消法15の
2 ）。

3 ɽ税ہଆのखଓ
（1）ಛఆプϥοトϑΥームऀۀࣄのࢦఆ
　国税ி官は，プラットフォーム事業者の
その課税期間において，その提供するデジタ
ルプラットフォームを介して国外事業者が国
内において行う消費者向けిؾ通৴利用役務
の提供に係る対価の額のうち，そのプラット
フォーム事業者を介して収受するものの合計
額が50億円を超える場合には，そのプラット
フォーム事業者を特定プラットフォーム事業
者として指定することとされた。
ఆのޮྗࢦ（2）
　特定プラットフォーム事業者の指定は，特
定プラットフォーム事業者によるಧ出書の提
出期限（その提出期限までにಧ出書の提出が
ない場合には，その指定に係る通を発した
日）から 6 月を経過する日の属する月のཌ月
の初日に効力が生じる（消法15の 2 ②後ஈ）。
（3）通ɾެද
　国税ி官は，特定プラットフォーム事業
者を指定したときは，その特定プラット
フォーム事業者に対し，書面によりその旨を
通するとともに，以下の事項をインター
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ネットを利用して公ऺのӾཡに供する方法に
より速やかに公表しなければならない（消法
15の 2 ᶆ，消令29ᶆᶇ）。
・特定プラットフォーム事業者に係るデジタ

ルプラットフォームの名称
・特定プラットフォーム事業者のࢯ名ຢは名

称
・指定の効力が生ずる年月日
ఆのղআɾެදࢦ（4）
　国税ி官は，特定プラットフォーム事業
者の指定を解除したとき，ຢは申請を٫下し
たときは，これらの処分に係る事業者に対し，
書面によりその旨を通するとともに，指定
が解除された旨及びプラットフォーム課税が
適用されないこととなる年月日をインター
ネットを利用して公ऺのӾཡに供する方法に
より速やかに公表しなければならない（消法
15の 2 ᶎ，消令29ᶆ）。

4 ɽプϥοトϑΥームऀۀࣄଆのखଓ
（1）ಛఆプϥοトϑΥームऀۀࣄのಧग़
　特定プラットフォーム事業者の要件に該当
する者は，その課税期間に係る確定申告書の
提出期限（消費税の申告義務がない場合には，
申告義務があるとした場合の提出期限）まで
に，以下の事項等を記ࡌしたಧ出書を納税地
の所税務署を経由して国税ி官に提出
しなければならない（その課税期間の日に
おいて特定プラットフォーム事業者である者
を除く）（消法15の 2 ᶅ，消規11の 5 ）。
・ಧ出者のࢯ名ຢは名称，納税地（国外事業

者の場合は，日本ޠ及びӳޠで記ࡌ）
・法人൪߸（法人൪߸を有しない場合は，ࢯ

名ຢは名称及び納税地）
・その提供するデジタルプラットフォームの

名称（国外事業者の場合は，日本ޠ及びӳ
（ࡌで記ޠ

・プラットフォーム課税の適用を受ける消費
者向けిؾ通৴利用役務の提供に係る対価

の額の合計額が50億円を超えることとなっ
たそのプラットフォーム事業者の課税期間
及びその合計額　

（2）国外ऀۀࣄに対するࢦఆの通
　指定を受けた特定プラットフォーム事業者
は，プラットフォーム課税の適用対象となる
消費者向けిؾ通৴利用役務の提供に係る国
外事業者に対して，プラットフォーム課税が
適用されることとなる旨及びその年月日を速
やかに通することとされた（消法15の 2
ᶇ）。
ఆのղআਃࢦ（3）
　特定プラットフォーム事業者は，その課税
期間からその課税期間の初日から 3 年を経過
する日の属する課税期間（以下「第 3 年度の
課税期間」とする）までのいずれの課税期間
においてもプラットフォーム課税の適用を受
ける消費者向けిؾ通৴利用役務の提供に係
る対価の額の合計額が50億円以下である場合
には，その第 3 年度の課税期間に係る確定申
告書の提出期限までに，一定の事項を記ࡌし
た書面をその納税地の所税務署を経由し
て国税ி官に提出して，特定プラット
フォーム事業者の指定の解除を申請すること
ができることとされた（消法15の 2 ᶉ，消規
11の 5 ᶅ）。
ఆղআのޮྗࢦ（4）
　特定プラットフォーム事業者の指定が解除
された事業者は，国税ி官が指定の解除に
係る通を発した日のཌ日から同日以後 6 月
を経過する日の属する月の日までの間は，
引きଓき特定プラットフォーム事業者とみな
して，プラットフォーム課税の規定が適用さ
れる（消法15の 2 ᶋ）。
（5）国外ऀۀࣄに対するࢦఆղআの通
　特定プラットフォーム事業者の指定の解除
に係る通を受けた事業者は，プラット
フォーム課税が適用されないこととなる消費
者向けిؾ通৴利用役務の提供に係る国外事
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業者に対し，プラットフォーム課税が適用さ
れないこととなる旨及びその年月日を速やか
に通することとされた（消法15の 2 ᶏ）。

Ⅲ 国֎ࣄ業ऀにるࣄ業ऀ໔税
੍のಛྫのద༻ݟ直͠

1 ɽಛఆظ間に͓͚る課税ച上ߴにΑるೲ税
ٛの໔আのಛྫ見し

（1）改正前の制֓要
　その課税期間の基準期間（個人事業者につ
いてはその年の前々年，法人についてはその
事業年度の前々事業年度をいう。以下同じ。）
における課税売上高が1,000ສ円以下の事業
者（適格請求書発行事業者を除く）について
は，その課税期間中に国内において行った課
税資産のৡ等につき，消費税納税義務を໔
除する「事業者໔税点制度」が設けられてい
る（消法 9 ①）。ただし，事業者の基準期間
における課税売上高が1,000ສ円以下であっ
ても，特定期間（個人事業者についてはその
年の前年上半期，法人についてはその事業年
度の前事業年度上半期をいう。以下同じ。）
における課税売上高が1,000ສ円を超えると
きは，消費税納税義務は໔除しないこととさ
れている。また，この特定期間における課税
売上高の判定は，その課税売上高に代替して，
給与等の金額（居住者に対する国内給与分ɿ
所得税法第231条第 1 項及び所得税法施行規
則第100条第 1 項により給与等について給与
支払明細書の交付義務対象となる金額）の合
計額によることができるとされた（消法 9 の
2 ᶅ）。
（2）改正前の制の題
　前述の国外事業者であるプラットフォーム
事業者ならびに国外事業者であるサプライ
Ϡーについては，その課税期間の基準期間に
おける課税売上高が1,000ສ円以下である場
合には，事業者໔税点制度により消費税納税

義務者に該当しないこととなる。また，特定
期間の課税売上高एしくは特定期間の課税売
上高に代替して国内で居住者に支払った給与
等の金額のいずれか一方が1,000ສ円を超え
ることがなければ，これらの国外事業者であ
るプラットフォーム事業者ならびに国外事業
者であるサプライϠーは当該事業年度で国内
消費者に対して多額の課税売上を計上したと
しても，消費税納税義務者となることはない
という問題が生じていた。
（3）改正の内༰
　今般の税制改正では，国外事業者について
は，特定期間における1,000ສ円の判定を給
与等の金額の合計額により行うことはできな
いこととされた（消法 9 の 2 ᶅ）。これにより，
その課税期間の初日において国外事業者に該
当する事業者については，特定期間における
課税売上高が1,000ສ円を超える場合には，
給与等の金額にかかわらず，消費税納税義務
は໔除されないこととなる。
　なお，本改正は令和 6 年10月 1 日以後に開
始する国外事業者の事業年度から適用され
る。同日前に開始した事業年度についてはな
お従前の例によることとされている。

2 ɽ外国法人が国内でۀࣄを։࢝した場合の
໔税制のಛྫの見しऀۀࣄ

（1）改正前の制֓要
　法人が新たに設立された場合，その法人の
設立当初の 2 年間は基準期間がないため，基
準期間における課税売上高の判定では໔税事
業者となるが，その基準期間がない事業年度
開始の日において資本金の額ຢは出資の金額

（以下「資本金等」とする）が1,000ສ円以上
である法人（以下「新設法人」とする）ຢは
基準期間がない事業年度開始の日において資
本金等が1,000ສ円未満の法人であっても，
一定の大規模事業者等が設立した法人（以下

「特定新規設立法人」とする）については，



ZEIKEN-2024.9（No.237） 51

税
制
の
国
際
的
潮
流
と
日
本

特集

当該基準期間がない事業年度につき事業者໔
税点制度の適用はなく，消費税納税義務は໔
除されない。
（2）改正前の制の題
　前述のとおり，新設法人及び特定新規設立
法人については，基準期間がない課税期間で
あっても事業者໔税点制度を適用しないこと
とされるが，外国法人である国外事業者につ
いては設立された後，一定期間を経過してか
ら日本に進出することが一般的と考えられ
る。このような外国法人である国外事業者に
ついては日本に進出した直後の課税期間につ
いても基準期間を有し，課税売上高によって
事業者໔税点制度の適用は判断されることに
なる。
（3）改正の内༰
　今般の税制改正において，外国法人につい
ては，日本に進出する時点の資本金等により
事業者໔税点制度の適用可否を判定すること
とされた。つまり，基準期間がある外国法人
が当該基準期間の日のཌ日以後に，国内に
おいて課税資産のৡ等に係る事業を開始し
た場合には，その事業年度については基準期
間がないものとみなして新設法人に該当する
かどうかの判定を行うこととされ，その開始
の日における資本金等が1,000ສ円以上であ
る場合には，その事業年度に含まれる各課税
期間については，事業者໔税点制度を適用し
ないこととされた（消法12の 2 ᶅ）。
　なお，本改正は令和 6 年10月 1 日以後に開
始する国外事業者の事業年度から適用され
る。

3 ɽಛఆ新نઃཱ法人のೲ税ٛの໔আのಛ
ྫ見し

（1）改正前の制֓要
　その事業年度の基準期間がない法人で，そ
の事業年度開始の日における資本金等が
1,000ສ円未満の法人のうち，次の①及び②

のいずれにも該当する法人（特定新規設立法
人）については，その基準期間のない事業年
度に含まれる各課税期間における課税資産の
ৡ等について消費税納税義務は໔除しない
こととされている（消法12の 3 ①）。
①その基準期間がない事業年度開始の日にお

いて，他の者により当該新規設立法人のג
式等の50％超を直接ຢは間接に保有される
場合など，他の者により当該新規設立法人
が支配される一定の場合（以下「特定要件」
とする）に該当すること

②特定要件に該当するかどうかの判定の基礎
となった他の者及び当該他の者と一定の特
घな関係にある法人のうちいずれかの者

（以下「判定対象者」とする）について，
当該新規設立法人の当該事業年度の基準期
間に相当する期間において，国内における
課税売上高が 5 億円を超えていること

　つまり，資本金1,000ສ円未満である新た
に設立された法人であっても，課税売上高 5
億円超の事業者が単独ຢはグループで支配す
る特定新規設立法人については，設立当初の
2 年間について事業者໔税点制度を適用しな
いこととされている。
　このような外国法人である国外事業者につ
いては日本に進出した直後の課税期間につい
ても基準期間を有し，課税売上高によって事
業者໔税点制度の適用は判断されることにな
る。
（2）改正の内༰
　今般の改正では判定対象者の基準期間相当
期間の全世界における総収入金額（売上金額，
収入金額その他の収益の額）の合計額が50億
円を超えていることが要件とされ（消法12の
3 ①，消令25の 4 ②），この改正によって，
新規設立法人を支配する法人の国外における
ものを含めた総収入金額が50億円を超える場
合にも，本特例の対象とされた。
　なお，本改正は令和 6 年10月 1 日以後に開



ZEIKEN-2024.9（No.237）52

始する国外事業者の事業年度から適用され
る。同日前に開始した事業年度についてはな
お従前の例によることとされた。

4 ɽ؆қ課税制の見し
　今般の改正では，その課税期間の初日にお
いて恒久的施設を有しない国外事業者は，簡
易課税制度の適用を受けられないこととなっ
た（消法37①）。
　なお，本改正は令和 6 年10月 1 日以後に開
始する国外事業者の事業年度から適用され
る。同日前に開始した事業年度についてはな
お従前の例によることとされている。

5 ɽద֨ٻॻൃऀۀࣄߦ以外のऀ͔Βͬߦ
た課税入Εに͔͔る税ֹ߇আに関する
経աાஔの見し

　今般の改正では，本経過措置として適格請
求書等保存方式の施行に伴い໔税事業者等と
の取引へのӨڹを緩和するための措置である
ところ，໔税事業者等である 1 人ຢは 1 社か
らの課税仕入れの合計額（税込価額）が個人
事業者のその年ຢは法人のその事業年度で10
億円を超える場合，その超えた部分の課税仕
入れについては，本経過措置の適用を受ける
ことができないこととされた。

　なお，本改正は令和 6 年10月 1 日以後に開
始する国外事業者の事業年度から適用され
る。同日前に開始した事業年度についてはな
お従前の例によることとされている。

Ⅳ ·とΊ

　令和 6 年度税制改正におけるプラット
フォーム課税制度導入の背景には，近年，多
くの国外事業者が国内デジタルサービス市場
へ参入しているところ，事業者໔税点制度に
よって国内の消費者が対価の一部として支
払った消費税額が，国外事業者によって適正
に申告納付されていないという実ଶがある。
この問題に対処するため，税制の見直しが実
施された。
　しかしながら，国外事業者に対する໔税点
制度については，国内外の競争条件の公平性
を重視し，課税の公平性の見地から，基準期
間にڌらず，国外事業者の当該事業年度の課
税売上高によって一定の基準を設けて消費税
納税義務を判定することとすれば，前述した
問題点は解消され，その効果は非ৗに大きく
なると考えている。

〔参考ࢿྉ〕
・h 改正税法のすべて令和 6 年൛（ɦ大ଂ財務協会，令和 6 年）ʤ消

費税法等の改正ʥ
・国税ி消費税ࣨ「消費税のプラットフォーム課税に関する

Q&A（プラットフォーム事業者用）」（令和 6 年 7 月）
・国税ி消費税ࣨ「消費税のプラットフォーム課税に関する

Q&A（国外事業者用）」（令和 6 年 7 月）

*　　　　*　　　　*
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換の仕組みとその意義，そしてその効果につ
いて，CRS（共通報告基準）を中心として֓
આする。

Ⅰ ે税にͮ͘ج
ใަࣄの֓ཁ

（1）ྩ �年 1݄国税ிʮે税に基
ͮ͘情ใަࣄの֓要ʯ（ 2 ）

　国税ிが公表した「令和 4 事務年度　租税
条約等に基づく情報交換事の֓要」を示す
と，図表 1 の通りである。

͡Ίに

　国税ிはຖ年 1 月ࠒに，前事務年度（前々
年 7 月～前年 6 月）の租税条約等に基づく情
報交換（ 1 ）事の֓要を公表している。情報
交換は，税務当ہ間で行われることから，納
税者や税理࢜からするとわかりにくいという
面を持っている。
　そこで，本年 1 月に公表された国税ிの報
道資料を出発点として，国際的な税務情報交

特集 6国際తͳ税ใަの
Έ
݄จ◉੨ࢁ学院大学大学院特教授

ʲਤද 1　ે税に基ͮ͘情ใަࣄの֓要ʳ

令和 3 事務年度 令和 4 事務年度
対前事務年度比

自動的
情報交換

CRS情報
外国からの受領件数 2,500,664 2,526,181 101.0�

我が国からの提供件数 651,794 532,037 81.6�

CbCR
外国からの受領件数 2,246 2,237 99.6�

我が国からの提供件数 901 866 96.1�

法定調書情報
外国からの受領件数 99,019 77,103 77.9�

我が国からの提供件数 767,611 750,791 97.8�

自発的情報交換
外国からの受領件数 448 812 181.3�

我が国からの提供件数 73 131 179.5�

要請に基づく情報交換
我が国からの要請件数 639 641 100.3�

外国からの要請件数 128 252 196.9�
（出యɿ国税ி資料）

（ 1 ）最近の情報交換制度については，ߥҪ優ඒ子「近年における国際取引等に係る情報交換制度の進展」国際
税務44ר 5 ߸（2024年）77ท以下，伴「世界規模のʰ法定調書ʱとしてのCRS情報の動向」国際税務44
ר 6 ߸（2024年）22ท以下を参照されたい。
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の情報提供は，OECDが平成26年に策定した
方法に基づいている。また，図表 2 は，国税
ிから外国税務当ہへの情報提供のみを示し
ているが，外国税務当ہから国税ிへの情報
提供も同様の方法により行われている。

（3）$C$3情ใ
　平成28年度税制改正により，特定多国籍企
業グループの構成会社等である内国法人は，
当該特定多国籍企業グループの各最終親会計
年度に係る国別報告事項を，当該各最終親会
計年度終ྃの日のཌ日から1年以内に，特定ి
子情報処理組৫を使用する方法（eôTax）によ
り，当該内国法人の本ళ所在地の所税務署
に提供しなければならないこととされた。

（2）$3S情ใ
　CRS情報とは，外国の金༥機関等を利用し
た国際的な税や租税回避に対処するため，
非居住者の金༥࠲ޱ情報（ࢯ名・住所・࠲ޱ
残高など）を税務当ہ間で定期的に交換する
ための国際基準として，平成26年にOECDが
策定・公表したものである。日本は平成27年
度税制改正において関連法令を整備（ 3 ）し，
平成30年より，この枠組みに参加している。
　CRSについて，財務লは，図表 2 のような
イメージ図を公表している。
　図表 2 でいう①～ᶅについては，いわゆる
租税条約実施特例法の改正により同法10条の
6 以下を整備することにより行われるように
なった一方，ᶆの国税ிから外国税務当ہへ

ʲਤද 2　ඇऀॅډに係るۚ༥࠲ޱ情ใのࣗಈ的情ใަのためのใ告制ʳ

̖

̗

ຊࠃ"

੫ிࠃ ̖ہͷ੫ࠃ̖

ऀॅډࠃ̖

̗

ऀॅډࠃ̭
࠲ޱ

ຊͷۚ༥ؔػ

ຊ࠲ޱऀॅډ
（ใࠂର֎）

ہͷ੫ࠃ̗

ऀॅډࠃ̖
࠲ޱ

ऀॅډࠃ̗
࠲ޱ

ऀॅډࠃ#

ࠃ̗

ᶆɹે੫ʹ͖ͮجɺ֎ࠃͷ੫
ڙରͯ͠Ұճ·ͱΊͯใఏʹہ

ᶅɹ࠲ޱอ༗ऀ（ඇऀॅډʹใࠂ
ରܖΛక͍݁ͯ͠Δऀ）ͷ
ͷೲ੫ऀ൪߸ɺࠃ֎ɾॅॴɺ໊ࢯ
ɾͷؒࢠɺརߴ࠲ޱ
डऔ૯ֹΛใࠂ

ᶃɹ৽࠲ޱن։ઃऀ（ʹ৽نಛఆऔҾΛऀ͏ߦ）ʹΑΔ
ͷೲ੫ऀ൪߸ͷಧग़ࠃ֎ɺࠃॅډɾॅॴɺ໊ࢯ

ᶄɹ࠲ޱอ༗ऀ（ʹطଘಛఆऔҾΛ
Λಛఆࠃॅډͷ（ऀͨͬߦ

（出యɿ財務ল「平成 27 年度　税制改正の解આ」629 ท）

（ 2 ）令和 6 年 1 月に国税ிが公表した報道資料は，以下のウェブサイトを参照されたい。https�//www.nta.
go.jp/information/release/pdf/0023001ô009.pdf（最終Ӿཡ日　2024年 7 月12日）。

（ 3 ）CRSに係る平成27年度税制改正については，財務ল「平成27年度　税制改正の解આ」624ท以下を参照され
たい。
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　また，国別報告事項の提供は，ӳޠにより
行うこととされ，提供された特定多国籍企業
グループの国別報告事項は，CRSと同じよう
に租税条約等の自動的情報交換の仕組みを通
じて，当該特定多国籍企業グループの事業が
行われる国ຢは地域の税務当ہへ提供される
ことになった（「条約方式」）。
　CbCRについて，財務লは図表 3 のような
イメージ図を公表した。
　本制度は，移転価格税制を適切に執行する
ため，税務当ہが多国籍企業グループの国ご
との活動状況に関する情報をѲすることが
有益であることにより，G20/OECDが主導
するBEPSプロジェクトの一環として導入さ
れたものである。

Ⅱ ใަの進展と
$3Sのඋ

　ここからは，二国間租税条約に基づき始
まった情報交換がCRSに至るまでの状況につ

いて，簡単にৼりฦってみたい。

（1）ೋ国間ે税͔Βે税情ใަへ
　統的な二国間租税条約に情報交換が規定
されていたものの，一部の国では消極的で
あったとされる（ 4 ）。一方，༟がタックス・
ヘイブンを利用していることはかなり前から
られており，1990年代には国際的に情報交
換の必要性が高まる一方，自国のۜ行法など
を理由として٬ސの金༥情報を税務当ہに提
出しないۜ行ൿ密（ 5 ）が問題になっていた。
例えば，スイスでは1934年に制定したۜ行法
を理由として，スイス国内の金༥機関にある
金༥࠲ޱ情報が税務当ہ間で交換されること
はなかった。
　一方，OECD租税委員会は，いわゆるタッ
クス・ヘイブンに所在する金༥情報を得るこ
とを目的とした租税情報交換条約（TIEAɿ
Tax Information Exchange Agreement）の
モデルを2002年に公表（ 6 ）し，TIEAをక結
するように働きかけた。ところが，日本が

ʲਤද 3　国ผใ告ࣄ項のఏٛڙ（ํࣜ）r

ຊͷ੫ہ ہͷ੫ࠃ֎
（ใަ）

ຊ ࠃ֎

๏ਓࠃ๏ਓ1&ࠃ֎

ऴձࣾ࠷
ཧձࣾ

ࠃ๏ਓ

๏ɿ�Fʵ5BYํڙఏ߲ࣄࠂผใࠃ

˻ಛఆଟࠃ੶ۀاάϧʔϓ˼

ޠɿӳޠݴ༺

ఏݶظڙɿใࠂରͱͳΔձ
ऴྃͷͷཌ͔Βܭ

（出యɿ財務ল「平成 28 年度　税制改正の解આ」579 ท）

（ 4 ）小দ๕明ʰ租税条約のݚ究 （ɦ有൹ֳ，新൛，1982年）161ทには，「事業または営業上のൿ密ʜ情報を提供
する義務はない旨を規定している」と記ࡌされており，対フランス，オランダおよびスイス条約には，情報
交換条項が存しないとされる。

（ 5 ）スイスのۜ行ൿ密とこれが่յしていくことについては，ੴࠇ一ݑʰスイスۜ行ൿ密と国際課税 （ɦ৴ࢁ社，
2014年）を参照されたい。なお，同書では米国やOECDの取組みに対してӶい批判を展開している。
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TIEAのక結交渉を働きかけたところ，タッ
クス・ヘイブンは統的な二国間租税条約が
）提案されたことによりٯ 7 ），消極的になら
͟るを得なかった。

（2）税ߦ政ࣥڞߦॿとグローバルɾ
ϑΥーϥム

　いわゆるリーマンショック後の2009年 4
月，G20ट会議において，「タックス・ヘ
イブンを含む非協力的な国・地域に対する措
置を実施する。（中略）我々はɺ税に関する
情報交換の国際基準に反しているとグローバ
ル・フォーラムによって評価された国のリス
トを本日経済協力開発機構（OECD）が発表
したことにཹ意する。」とするट声明（ 8 ）が
。択された࠾
　2010年 5 月，OECDは1988年に策定された
税務行政執行共ॿ条約（ 9 ）の議定書を改正し，
これを情報交換，収共ॿ及びૹ達共ॿに特
化した多数国間条約とした。そして，OECD
加盟国以外の国にも署名を求めるとともに，
情報交換の方策を議論する場として「透明性
及び税務上の情報交換に関するグローバル・
フォーラム」（以下ɺ「グローバル・フォーラ

ム」という。）（10）を再編した。
　これにより，税務行政執行共ॿ条約は，
OECD加盟国だけではなく非加盟国に同条約
に署名・批准させることで法的効力を有し，
現実的な実行施策の議論の場であるグローバ
ル・フォーラムに参加させ，税務行政の実行
力にྼる国々の意見をฉくことで国際的に実
効性のあるものとしたのである。2024年 6 月
現在，同グローバル・フォーラムを構成する
国と地域は，171を数えるまでに増加した（11）。

（3）F"5$"と$3Sのඋ
　かͶてスイスのۜ行ൿ密やタックス・ヘイ
ブンが問題になっていた米国において，2008
年にオフショア金༥資産（居住者が居住地国
外に保有する金༥資産）の85ô95％が確定申
告に反映されていないとする上Ӄ報告書（12）

が公表された。これに同年のリーマンショッ
クが加わったことで，米国は2010年，スイス
のۜ行をはじめとして世界のۜ行が保有する
オフショア金༥資産情報を各国当ہから米国
当ہに情報提供させる「外国࠲ޱ税務コンプ
ライアンス法（FATCAɿForeign Account
Tax Compliance Act）（外国࠲ޱ提供制度）」

（ 6 ）2002年のTIEA以後のOECD租税委員会の動きについては，中ౡོਔ「OECDのタックス・ヘイブン対策ᴷ
租税目的の情報交換に関する最近の動向ᴷ」税大ジϟーφル14߸（2010年）141ท以下を参照されたい。

（ 7 ）租税情報交換条約については，増Ҫྑܒ「タックス・ヘイブンとの租税情報交換条約（TIEA）」税大ジϟー
φル11߸（2009年）13ท以下を参照されたい。

（ 8 ）外務ল「第 2 回 金༥・世界経済に関するट会合（ロンドン・サミット）ट声明ʰ回෮と改ֵのための
グローバル・プラン （ɦԾ༁）」は，以下のウェブサイトからӾཡできる。https�//www.mofa.go.jp/mofaj/
kaidan/s@aso/fwe@09/communique.html（最終Ӿཡ日　2024年 6 月26日）。

（ 9 ）日本が税務行政執行共ॿ条約に署名したのは，2011年11月 4 日である。この条約の内容等については，以
下の財務লのウェブサイトを参照されたい。https�//warp.da.ndl.go.jp/info�ndljp/pid/11657372/www.mof.
go.jp/tax@policy/summary/international/tax@convention/press@release/sy231104g20.htm（ 最 終 Ӿ ཡ 日　
2024年 7 月15日）。

（10）グローバル・フォーラムについては，以下のウェブサイトを参照されたい。https�//webôarchive.oecd.
org/tax/transparency/index.htm（最終Ӿཡ日　2024年 7 月12日）。

（11）OECD・前掲注（10）。
（12）この報告書は，以下のウェブサイトでӾཡすることができる。https�//www.hsgac.senate.gov/wpô

content/uploads/imo/media/doc/071708PSIReport.pdf（最終Ӿཡ日　2024年 6 月24日）。
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を制度化した。これを受けて，米国財務লは
CRSには参加せず，日本など諸外国との間に
二国間の政府間協力枠組み（13）を構ஙした上
で2014年に実施した。現在，米国は113の国
や地域（法域）との間で二国間協力の枠組み
を有している（14）。なお，日本との間におい
ては，「日本はモデル 2 国であるがためにɺ
米国に対して࠲ޱ情報の提供を何ら見ฦりな
しにせっせと行っているという状況にある」
といった指摘がある（15）。
　FATCA制度を受けて，2014年にOECDは
非居住者が各国金༥機関に保有する࠲ޱ情報
を居住地国にૹ付するCRS（共通報告基準）
を策定（16）し，2017年より税務行政執行共ॿ
条約とグローバル・フォーラムの枠組みを用
いて実施することにした。

Ⅲ $3Sの意ٛ

（1）$3Sの意ٛ
　CRSで交換される情報は，原則として，ຖ
年12月日現在の金༥࠲ޱに係る金༥機関
名，金༥機関所在地，࠲ޱ保有者のࢯ名，住
所，居住地国における納税者൪߸，࠲ޱ残高，
通՟，支払利子，支払種別などである。これ
らの情報が，居住地国にもたらされる意義は
大きい。
　さて，CRSの意義は，単に非居住者の金༥
情報を交換できるようになったというこ࠲ޱ
とだけではない。グローバル・フォーラムに
参加する170を超える国々の間で，一定の情
報の交換を行うことができるいわゆる「イン
フラストラクチϟー」を構ஙすることに成ޭ
したことである。
　CRSについて，以下の図表 4 に基づいてઆ

ʲਤද 4　$3SのΠϝージਤʳ

グローバル・フォーラムにおいて
共通化する報告内容の国際合意

①国際合意を受
けて税制改正

②法令に基づく
情報の報告࠲ޱ

ᶅ自動的情報交換のインフラ
A国税務当ہ

B国税務当ہ

（出యɿච者作成）

税務当ہ

金༥機関

金
融
機
関
な
ど
関
係
機
関

へ
の
報
告
義
務
の
法
制
化

（13）以下の財務লのウェブサイトにあるように，日本においてFATCAを実施するために 3 つの声明を発出し
ている。https�//www.mof.go.jp/tax@policy/summary/international/340.htm（最終Ӿཡ日　2024年 7 月10日）。

（14）米国の諸外国とのFATCA関係声明等については，以下のウェブサイトでӾཡすることができる。https�//home.
treasury.gov/policyôissues/taxôpolicy/foreignôaccountôtaxôcomplianceôact（最終Ӿཡ日　2024年 7 月16日）。

（15）上ాӴ門「国際的な税務執行協力上の課題ᴷ税務上の情報交換に焦点を当ててᴷ」Ԭ直थ編ஶʰ具体化す
る国際課税改ֵの展望・提言 （ɦ౦ژ財団政策ݚ究所　2024年）43ท。

（16）FATCAを受けて策定されたCRSの経緯や֓要については，増Ҫྑܒ「非居住者に係る金༥࠲ޱ情報の自
動的交換ᴷCRSが意ຯするもの」論究ジュリスト14߸（2015年）218ท以下，٢ଜ政ึ「国際課税における金
༥࠲ޱ情報の共有体制の確立」金子΄か編ʰ租税法と市場 （ɦ有൹ֳ　2014年）532ท以下を参照されたい。
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明する。まず，OECD（グローバル・フォー
ラムを含む。）において共通化して報告すべ
き情報について合意がなされる。次に，その
合意に基づいて報告機関である金༥機関に報
告義務を負わせる税制改正を各国で行う。図
表 4 でいうと①のՕ所に該当する。次に，そ
の報告義務の内容に基づいて各国金༥機関は
税務当ہに対して所定の期限までに報告を行
う。図表 4 のイメージ図でいうと②の部分を
指す。そして，金༥機関から報告された金༥
情報をOECDが各国の合意を得て作った࠲ޱ
インフラに乗せる形で共通化された様式で関
係国にૹ付することである。これは，図表 4
のᶅの部分に該当する。

　この中では，特にᶅの部分に注目すべきで
あると考えている。CRSが策定されて10年が
経過したが，上述したCbCRを含む国際的イ
ンフラが強化されたと考えられる。

（2）$3Sの応༻としてのྩ �年税制改
正

　令和 6 年度税制改正において，非居住者に
係る҉߸資産等取引情報の自動的交換のため
の報告制度が整備された。
　これは，2022年にOECDにおいて策定され
た҉߸資産等報告枠組み（CARFɿCryptoô
Asset Reporting Framework）に基づいて
いるとઆ明されている。

ʲਤද 5　ඇऀॅډが༗する҉߸࢈ࢿ情ใのࣗಈ的情ใަのΠϝージਤ（17）r

Ａ国の税務当局

［2027年に2026年分を報告］

B国の税務当局

日本の暗号資産交換業者等

［2026年から届出書の提出手続開始］

利用者の氏名、住所、居住地国、外国の納税者番号等を届出

Ａ国居住者

Ｂ国

A国日本

［2027年に初回の情報交換］

利用者（非居住者）の氏名、
住所、居住地国、外国の納
税者番号、暗号資産等取引
に係る対価の総額等を報告

租税条約等に基づき、外国の税務当局
に対して年一回まとめて情報提供

利用者
（Ｘ国居住者）

利用者
（Ｂ国居住者）

利用者
（Ａ国居住者） …

国税庁 A

B

利用者
（日本居住者）
（報告対象外）

Ｂ国居住者

（出యɿ財務ল資料）

（17）このイメージ図は，以下の財務লʰ令和 6 年度税制改正パンフレットʱから引用した。https�//www.mof.
go.jp/tax@policy/publication/brochure/[eisei24.html（最終Ӿཡ日　2024年 7 月 4 日）。
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　図表 5 は，CRSの金༥࠲ޱ情報が҉߸資産
情報に入れ替わっただけである。そして，日
本は令和 6 年度税制改正に含めたが，グロー
バル・フォーラム参加国においてもそれͧれ
税制改正が行われ，初回の情報交換は 3 年後
の2027年とされる。
　なお，҉߸資産に比べるとあまり注目され
ていないが，令和 6 年度税制改正ではCRS情
報を報告すべき金༥機関等のൣғに，ి子決
済手ஈ等取引業者及び特定ి子決済手ஈ等を
発行する者が加わった。

Ⅳ ใަの対とͳるΦϑγϣΞ
ۚ༥࢈ࢿの状況と$3SのޮՌ

（1）ΦϑγϣΞۚ༥࢈ࢿの状況
　ここからは，CRSの対象となるオフショア
金༥資産の状況についてઆ明する。オフショ
ア金༥資産とは，居住者が自国以外の国や地
域に保有する金༥資産を指す。例えば，日本
居住者がシンガポールや߳ߓに所在するւ外
の金༥機関に保有する金༥資産（༬金，有価
証݊など）をいう。オフショア金༥資産につ
いて税務当ہの視点でいうと，執行管権に
よる制約により，自国居住者が外国金༥機関
に有する金༥࠲ޱに直接アクセスすることは
できない。
　いわゆるタックス・ヘイブンは，自国に有

力な産業がなく金༥に関する規制を緩やかに
することによってւ外から多額の金༥資産を
受け入れてޏ用の創出などを行ってきた。そ
して，多くの場合，オフショア金༥資産が居
住地国の申告に反映されていなかったという
問題を有していた。
　EU Tax Observatory（18）が公表したGlobal
Tax Evasion Report 2024（以下，「同レポー
ト」という。）によると，CRS参加国居住者
が保有するオフショア金༥資産は2021年では
12ஹドルとのことであった（19）。一方，EU
Tax Observatoryとϊルウェー生໋Պֶ大ֶ
租税中ԝݚ究所の協力により創設された
Atlas of the O⒎shore 8orldによると，全世
界のオフショア金༥資産は13.7ஹドルとのこ
とであった（2021年）（20）。差し引きすると，
1.7ஹドルがCRSの対象とならない米国居住
者が保有するオフショア金༥資産ということ
になる。
　もっとも，CRS情報には家計資産以外も含
まれていること，そして，全ての家計資産が
CRSによってѲされているわけではないこ
とにཹ意しなければならない。CRSにおいて
は，金༥機関は個人࠲ޱか非個人࠲ޱかを区
別し，また既存࠲ޱか新規࠲ޱかを区別する
など， 4 つの区分での報告を求めている。

（18）EU Tax Observatoryは，欧州連合（EU）の資金により2021年 3 月にパリ大ֶ大ֶӃ経済ֶݚ究Պ内に創
設された。そして，ガブリΤル・ズックマンڭतにより主導されているとのことである。これについては，
パリ大ֶの以下のウェブサイトで確認することができる。https�//www.parisschoolofeconomics.eu/en/
research/pseôresearchôcenters/europeanôtaxôobservatory/（最終Ӿཡ日　2024年 7 月16日）。

（19）EU Tax Observatory,ʠGlobal Tax Evasion Report 2024ʡ, p. 27．このレポートは，以下のウェブサイト
でӾཡすることができる。https�//www.taxobservatory.eu//wwwôsite/uploads/2023/10/global@tax@evasion@
report@24.pdf（最終Ӿཡ日　2024年 7 月16日）。なお，同レポートのং文は米国のϊーベル経済ֶ受者の
スティグリッπڭतがߘدしている΄か，Annette Alstadsaeter（ϊルウェーՊֶ生໋大ֶڭत），Sarah
Godar（ベルリン国際政治経済ݚ究所），Panayiotis /icolaides（EU Tax Observatory主任ݚ究員），Gabriel
;ucman（パリ大ֶ大ֶӃ経済ֶݚ究Պڭत）の 4 人により調整され作成されたとのことである。

（20）EU Tax Observatory・前掲注（19），p.27。
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（2）$3SのޮՌ
　CRSの効果について，わが国において一定
の有効性が認められるとしている（21）。ただ
し，どの程度の有効性があるかについては不
明である。そこで，本項ではCRSがオフショ
ア金༥資産に対してどの程度有効なのかにつ
いて，EU Tax Observatoryが公表した同レ
ポートに基づいて確認する。同レポートは，
CRSの効果と改善すべき点などを詳細に検討
しており，特に家計資産とそれ以外を区分す
ることにཹ意すべきとしている。
　同レポートは，CRSがどの程度効果がある
かについて，以下に示す図表 6 を示してい
る（22）。
　図表 6 によると，家計に係るオフショア金
༥資産は，2016年のCRS実施前では全世界の

GDPの10ô12％程度を占めていたが，そのう
ちの大半が非課税であったとされる。CRS実
施後では非課税割合が大幅に減少している。
また，同レポートは，後述するデンマーク税
務当ہの協力による調ࠪに基づいて，CRS全
体の効果に関して，イ　)ighôend，ロ　
Central，ハ　Lowôendに区分して見積もっ
た。
　同レポートは，最初のCRSを終えた2018年，
デンマーク税務当ہの協力の下，デンマーク
居住者が保有するオフショア金༥資産で当ہ
に報告されている金額がデンマークGDPの
15％に相当するものとする。次に，デンマー
クがCRSで受領した家計と法人のミクロデー
タ，確定申告書，当ہが持つ金༥資産のデー
タ，個人が行った国外へのૹ金及びデンマー

（21）国際税務編集部「中ଜູ国税ி官官審議官インタビュー」国際税務44ר 3 ߸（2024年）15ทには，「受
領した情報をもとにɺ時ྻܥの動向分ੳやɺ国外ૹ金等調書・国外財産調書といった各種調書及び既に保有
している資料情報との照合及び分ੳを行った上でɺ課税上問題があると見込まれる納税者をѲしɺ税務調
ࠪを実施するなどɺ税務コンプライアンスの向上に活用しております。」と述べられているが，どの程度有効
なのかは不明である。

（22）EU Tax Observatory・前掲注（19），p.29。

ʲਤද �　ใ告͞ΕないՈܭのΦϑγϣΞۚ༥࢈ࢿᴷ 3ͭのγφϦΦʳ
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（出యɿGlobal�Tax�Evasion�Report�2024,�p.29）
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ク国内へのૹ金データを分ੳ・検討したとの
ことである。
　その結果，CRSが未成ख़であり，金༥機関
が対象ൣғ外の報告をしている可能性がある
ことが明らかになった。そこで，家計資産で
CRS情報となったもののうち30％程度が適切
に報告されていないと判断すべきと指摘し
た。
　つまり，)ighôendとはオフショア金༥資
産の37％が非課税となってしまう場合，
Centralとは同27％が非課税，Lowôendとは
15％が非課税となってしまうとする見積もり
である。
　そして，CRS情報のうち30％程度が不適切
となってしまうことの根ڌとして，オフショ
ア金༥資産に関して，タックス・ヘイブンに
所在する金༥機関が十分なコンプライアンス
を持って当ہに報告しているかどうかが不明
であること，タックス・ヘイブンに所在する
金༥機関において࠲ޱ保有者の住所などの情
報を正確に記録していない可能性があるこ
と，タックス・ヘイブンに所在する金༥機関
及び当ہにとってCRSを適切に行うインセン
ティブを有していないこと，などがあるとし
ている。
　以上のようなことを考え合わせると，CRS
情報の適切なཤ行に関して一定の幅が考えら
れ，)ighôendからLowôendまでの幅を考慮
せ͟るを得ないとのことである。
　ここまで，EU Tax Observatoryが公表し
たGlobal Tax Evasion Report 2024に基づい
てCRSの効果について確認してきた。それに
よると，CRS実施前にはオフショア金༥資産

の大部分に課税がされていなかったのに対し
て，2018年には半分以下に減少し，その後そ
れがさらに低減するとのことであった。これ
は，CRS実施前には予想できなかったことで
あり，日本を含む高課税国にとって࿕報では
ある。
　もっとも，タックス・ヘイブンの当ہや金
༥機関が十分なコンプライアンスによりCRS
情報の提供ができるかという問題は引きଓき
残っている΄か，金༥࠲ޱ情報を保有する納
税者が金༥機関に正確な情報を提供しないこ
とも引きଓき考えられる。一方，CRSを制度
化した際のϐアレビューが有効に機能すれ
ば，ঃ々に交換される情報の正確性は向上し
ていく可能性もある。

·とΊ

　CRSが策定されて10年が経過した。CRSに
基づく自動的情報交換というインフラが機能
することによって，近いক来，納税者の҉߸
資産情報が各国で交換されることとなった。
そして，EU Tax Observatoryの調ࠪにより
CRSの実効性が認められたことは評価すべき
である。
　今後，非タックス・ヘイブン国において経
験を積むことで，CRSはより実効性の高いも
のとして定着していき，非課税オフショア金
༥資産も減少するだろう。
　なお，米国との関係においては，日本に十
分な金༥࠲ޱ情報が提供されていない可能性
がある点にはཹ意すべきだろう。
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提とする認ࣝが，当を得たものではないこと
を論じる。最後に，有効な方向性を示ࠦする。

Ⅱ ે税ճආと൱ೝنఆ

1 　ે税ճආの意ຯと༗༻ੑ
　租税回避の意ຯについては，大きく 2 つの
見方に整理できる。ͻとつは，国税通則法制
定時の税制調ࠪ会答申に現れた「ࢲ法上許さ
れた形式を濫用することにより租税負担を不
当に回避しຢは軽減すること」というもので
ある（ 4 ）。このࢲ法上の形成可能性の濫用を
判断要素とする考え方は，ֶઆでは通આであ
る（ 5 ）。濫用とは，ࢲ的自治の原則，契約自

Ⅰ ͡Ίに

　日本を除くG 7 各国は租税回避に対する一
般的否認規定を有するが，日本では租税回避
には個別具体的な規定をもって対応すること
とされている，（財政難の中（ 1 ），）日本はそ
れでよいのか，という問いかけがある（ 2 ）。
本ߘは，租税回避および一般的否認規定の意
ຯを問い直し，G 7 で最も新しく（2013年 7
月17日施行）導入されたӳ国（イングランド）
のGAAR（the�General�AntiôAbuse�Rule，
Sec.�206ô215,�Finance�Act�2013．以下条文の
みで引用）（ 3 ）の検討を通じて，この問いが前

特集 7Ұൠత൱ೝنఆͱ
ఆنผత൱ೝݸ
Ԭଜੜ◉ژ大学໊༪教授

（ 1 ）否認規定は，国の財政状況をൈきにしてはޠれない。ドイπで最初の租税回避防止規定（ライώ租税基本
法（Reichsabgabenordnung） 5 条）が制定されたのは，1919年，第一次世界大ઓのഊઓ下において，税収確
保の「ਫ਼Ӷな武器」を国に与えるためであった。ਗ਼Ӭܟ次ʰ租税回避のݚ究 （ɦミネルϰΝ書，1996年）
4 ô 5 ท参照。৴ໜथ「BEPSと租税回避への対応ᴷ一般的否認規定（GAAR）の整備をᴷ」フィφンシϟル・
レビュー 126߸ 5 ท，12ท（2016年）も参照。

（ 2 ）৴ໜथ編ஶ「ʪ特集ʫ税制特集ⅣᴷBEPSと租税回避への対応」フィφンシϟル・レビュー 126߸（2016年）
の諸論文などを参照。

（ 3 ）なお，スコットランドとウェールズは，相当する否認規定を独自の租税（devolved�taxes）に関して設け
ている。

（ 4 ）「国税通則法の制定に関する答申（税制調ࠪ会第 2 次答申）」 4 ท（1961年）。
（ 5 ）たとえば，金子ʰ租税法（第24൛）ɦ（߂文ಊ，2021年）133ô134ท。このֶઆの分ੳとして，وށ೭「「分

野を限定しない一般的否認規定（GAAR）」と租税法律主義」中ཬ実・౻୩武史編ஶʰ租税法律主義の総合的
検討 （ɦ有൹ֳ，2021年）105ท，124ô129ท（初出2017年）が興ຯਂい。
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見方にも共通するのは，課税要件の充足がな
い点である。そして，課税要件の充足なしに
課税をすることの是非や，濫用や不当とされ
るൣғとその判断のあり方が，租税回避の問
題とされてきた。
　しかし，このように租税回避を特定する試
みは，成ޭしているとは言い難い。原因は，
税負担の軽減という比較に基づく要素にあ
る。基準となる税負担は，୭がどうやって決
めるのだろう（税務署が直ײでʁ）。どの
みち，否認できれば税負担は減少しなくなり，
租税回避は消໓する。否認がなければ，納税
者が真正だと考える税額がそのまま認められ
るだけであり，それは租税回避が問題になら
ない場合と同じだ。そうすると，税負担の減
少という要素に意ຯはないことになる（11）。
したがって，税負担の減少を要素とする租税
回避の֓念も，有効なものではない（12）。

由の原則（ 6 ）の下にある形成可能性を，ҟৗ
またはม則的な（ 7 ）ଶ様で利用することを意
ຯする。もうͻとつは，税負担の不当な軽減
または排除と見るもので，背景には，行為計
算否認規定の文言「行為ຢは計算でɺこれを
容認した場合には法人税の負担を不当に減少
させる結果となると認められるもの」がある。
濫用という言༿を使うとすれば，租税法規の
濫用（overuse）であり，多くの場合，それ
は租税優遇（規ൣ的構造的な課税ベース（ 8 ）

を浸食している規定）の過な利用や整合し
ない組合せを手ஈとして行われる（ 9 ）。濫用
か否かは，行為計算否認規定に引きつけると，
税務署が行う判断であり，裁量があり得
る（10）。 2 つの見方は，必ずしも背反関係に
あるのではない。たとえば，優遇措置を組み
合わせるために，取引形式が一般には見られ
ないものになることはあるだろう。いずれの

（ 6 ）その中心には，代金をはじめとする契約内容決定の自由がある。自由とは国家からの自由であり，「契約の
内容を国家（裁判所など）はଚ重しなければならない。」（ࢁ本๛ʰ民法 5 　契約 （ɦ有൹ֳ，2018年） 6 ท）。
租税法（否認規定）は，独立企業間価格に基づく所得計算をすることはできるが，それは法のۭ間での引き
直しに過͗ない。ܧ起する取引に対して，等価交換を法規とすることはできないはずだ。

（ 7 ）ҟৗ性やม則性は，租税法ではなく，ࢲ法上の（法形式としての）評価としなければ，もうͻとつの見方
とあまりมわらないものとなろう。

（ 8 ）租税回避の判断の前提として，各租税（課税ベース）の規ൣ的部分，構造的部分（Stanley�S.�Surrey�and�
Paul�R.�McDaniel,�Tax�Expenditures（)arvard�University�Press,�1985）at� 2 ô 6 ）のような原理原則が明ら
かにされる必要がある。規定の趣旨目的や立法者の意思（主税ہ立案関係者の解આʁ）も参照してよいのか
もしれないが，本来はֶज़的に討究すべきものである。たとえば，利子が控除できることは，原則だろうか，
優遇だろうか。では，（過大支払利子税制が適用できなかった）みず΄ۜ行事件（最判令和 5 年11月 6 日裁時
1827߸ 1 ท）のどこが，租税回避なのだろうか。それとも，租税回避はなかったのに，というより，租税回
避（税負担の排除だけを目的とする事業年度の区切り）をしなかったから，同一の経済的成果を手にした他
のۜ行とҟなり，外国子会社合算課税を受けたのだろうか。日本の租税回避の議論が遅れているとすれば，
それは課税ベースを८る基礎ݚ究の領域ではないだろうか。

（ 9 ）Ԭଜ生他ʰ租税法（第 4 ൛）ɦ（有൹ֳ，2023年）38ท。ਗ਼Ӭܟ次ʰ税法（新൛）ɦ（ミネルϰΝ書，
2013年）42ทも，「課税要件の充足を避けることによる租税負担の不当な軽減ຢは排除をいう。」とするが，「多
くの場合」として法の形成可能性にも言及する。なお，この書の「新൛（全訂）」（1990年）前の各൛にお
ける記述は，「税法上通ৗのものと考えられている取引形式を選択せずɺそれとはҟなる取引形式を選択する
ことによりɺ通ৗの取引形式を選択した場合と同一または΄΅同一の経済的効果を達成しながらɺ租税上の
負担を軽減ຢは排除すること」であったが，通ৗ性は税法上の判断である（ਗ਼Ӭʰ税法（新൛）ɦ 44ท）。

（10）Ϡフー事件最高裁判決に関するԬଜ生「租税回避否認へのॊらかな対応」8L+判例コラム77߸（2016年）
参照。࢘法審ࠪは，せいͥい税務署の判断を代置するものとなるはずである。
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2 　൱ೝنఆのҰൠੑと͞ڧ
　意ຯがあるのは，否認（申告等により表明
された立場とはҟなる立場で税負担を算定す
ること）の可否である（13）。課税要件の充足
なしに税負担が生じる事象あるいは行為が存
在するのであれば，それを何らかの言༿を
使って表象すること（「それ」は，言༿によっ
てଊえられたものではなく，別の認能力（た
とえば公平に関する直ײ）がଊえたものであ
り，言༿にされる対象だ。），そのためには意
ࣝが受け止めた事象や行為の֮ײを言༿にす
る（類ܕ化する）ことに，ֶज़的ઓ心がᎻ
られる。租税法律主義は，その類ܕを実定法
として記述しろと要請するだろう。しかし，
この作業も，言༿の限界に打ち当たる。意ࣝ
が受け止めた「それ」は，言༿として類ܕ化
できるのか（できなかったから，課税要件が
存在しないのではないか。）。そもそも，課税
要件とは，類ܕ化に成ޭした֮ײであり，否
認規定とは，成ޭしていない「それ」を対象
とするのではないだろうか。しかし，成ޭと
不成ޭとの境界を，言༿にすることはできな
い。類ܕ化できなかったもののൣғは，やは
り類ܕ化できないからである。「それ」は，
成ޭしたものの中にもજんでいるだろう。

　たとえば，過大な役員給与の支給は，課税
要件の充足なしに税負担が生じうる行為だろ
うか。その否認，過大部分の損金不算入は，
課税要件の充足なしに税負担を生じさせるこ
とであり，法人税法34条 3 項は個別的否認規
定なのだろうか。それとも，同項は課税要件
規定であり，過大支給部分の損金算入否認は
。った判断の是正に過͗ないのだろうか（14）ޡ
Ϡフー事件（最判平成28年 2 月29日民集70ר
2 ߸242ท）での特定役員引ܧ要件（現行法
令112条 3 項 5 ߸）やTPR事件（౦ژ高判令
和 1 年12月11日税資269߸（順߸13354））で
の特定資本関係 5 年超要件（法法57条 3 項）
は，課税要件規定なのか，それとも個別的否
認規定なのか。これらの事件で適用された法
人税法132条の 2 や同法132条などの類ࣅ規定
は，個別的否認規定（15），包括的否認規定（16），
一般的否認規定（17）のどれなのか。
　ある規定が課税要件規定か否認規定かを区
別すること，また，後者だとして，個別的，
包括的，一般的のいずれかを区別することに，
意ຯがあるだろうか。これらは，課税の対象
となる行為類ܕの記述が，どの程度，ஸೡに
細かく行われているかの程度を示す相対的指
ඪに過͗ない。否認規定の本質は，そこには

（11）Ԭଜ生「租税回避ݚ究の意義と発展」同編ஶʰ租税回避ݚ究の展開と課題 （ɦミネルϰΝ書，2015年）
299ท，328ท，౻原݈ଠ「租税法の方法論に関する一考ɿ租税回避について」法ֶ86ר 3 ߸ 1 ท， 4 ô 5
ท（2022年）参照。

（12）しかし，ਗ਼Ӭ前掲注（ 9 ）は，「租税回避行為はɺその（ې止するための規定がないʜච者注）限りで税法
上ঝ認されている行為に΄かならない」（44ท）としてߠ定的見方を示し，ӳ国の裁判例や体ܥ書は，租税回
避を行う納税者の権利を認めていた。Simonʟs�Taxes,�A7.402（A 7 ô212～A 7 ô214）（SDTS�w�Issue�189），お
よび，同Օ所注 3 ～10の裁判例。

（13）中ཬ実「租税回避の֓念は必要か」税83߸128ݚท（2006年）は「否認されない租税回避という類ܕを設け
ることにɺ特ஈの意ຯはない。」と述べる。

（14）Ӝ౦久உ「租税回避と個別的否認規定」h 租税回避ݚ究の展開と課題ʱ前掲注（11）71ท，83ô85ท参照。
（15）国税ிは，平成30年度税制改正に係る意見で，法法132条の 2 を「個別的な否認規定（組৫再編成等）」と

した。िץ税務通৴3500߸（2018年 3 月26日߸）14ท。
（16）政府税制調ࠪ会法人課税小委員会「会社分割・合併等の企業組৫再編成に係る税制の基本的考え方」（2000

年）第ޒは，その後立法される法法132条の 2 をこのように呼んだ。
（17）ਗ਼Ӭ前掲注（ 9 ）43ทは，法法132条を「かなり一般的に否認することを認める規定」とする。
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ない。本質は，特別法は一般法をഁるという
法ݵとはٯに，一般的なものが個別具体的な
ものを上書きする強さを持つ点にある（この
ことは，Ϡフー事件判決やTPR事件判決に
明らかである。）（18）。したがって，一般的な
ものを作ると，それまで積み重Ͷられた，あ
るいは，ক来創設される個別具体的なルール

（判例を含む（19）。）が無効化されうる。一般
的否認規定の制定は，個別具体的なルールを
場面によって書き換えるに等しい。
　上記指ඪの点にある最強の一般的否認規
定とは，次のようなものだろうか（20）。

　税務署は，租税に関する法令の規
定（21）（この規定を除く。）にかかわらず，
税務署の認めるところにより，租税の
額を計算することができる。当該計算は，
当該規定に従うものとみなす。

　第 1 文は，内容的には，現行の行為計算否
認規定から，同会社や組৫再編成といった
否認領域（税目，税目の中にあるൣғ，納税
者のൣғなどの形式的な区分）の限定をり，
さらに，「その法人の行為ຢは計算」および「不

当に」という文言と「減少」という（前述し
た意ຯ不明の）要素が৫りなす否認対象（租
税回避ʁ）の限定をったものである（限定
を解除された否認規定（22））。第 2 文は，実体
法上の争ুをः断するためである。この規定
は，租税法規定の全部に，次の一文を付加す
るのと同じである。

　ただし，税務署の認めるときは，こ
の限りでない。

Ⅲ ӳ国(""3におけるݶఆ

　限定を解除された否認規定は，Enno�
Beckerが立案し，φチス期にཚ用（Mi�br-
auch）された1919年ライώ租税基本法 5 条
のܥේに位置づけられるのかもしれない
が（23），今世紀に導入された米国（24）とӳ国の
GAARとはҟなる。これらは，限定を解除さ
れた一般的否認規定ではない。2015年に公表
されたBEPS行動計画12（義務的開示ルール）
も明らかにӳ国の制度を意ࣝしており（25），

（18）これに対して，ドイπ租税基本法（Abgabenordnung）42条 1 項 2 文は，個別的否認規定が優先すること
を規定している。

（19）たとえば，ある年度の役員給与を過大とする処分を取り消す判決が確定しても，それは個別具体的な判断
であるから，一般的否認規定の適用により෴すことができるはずである。総額主義の下で取消判決の߆束力
のためにその年度は動かせないとしても，次年度については，全く同一事情の下にあるときも否認可能であ
ろう。そうすると，一般的否認規定は，࢘法審ࠪを実質的に制約することになる。さらに，立法への制約も
ある。たとえば，ۭߤ機リース事件（名ݹ高判平成17年10月27日裁判所ウェブサイト）において，もし一
般的否認規定により国がউૌしたとすると，国会は，措法41条の 4 の 2 第 1 項や67条の12第 1 項を制定すべ
きか否かの判断の機会を与えられなかったことになる。

（20）Ԭଜ生「一般的租税回避否認規定についてᴷ否認理論の観点から」ジュリスト1496߸44ท（2016年）参照。
（21）条約の規定についても，Commentary�on�Art.� 1 �of� the�OECD�Model�Tax�Convention（2017）,�para.�

66ô67は，国内法による否認を認めている。
（22）期間制限のような手ଓ規定を上書きすることは考えていないが，たとえば，納税者が合法的な限度で調ࠪ

への協力をڋんだため，期間制限により課税処分が断念されたことは，租税回避（に類する問題）と言える
かもしれない。

（23）しかし，現在の否認規定（AO42条）は，本文で示したようなものではない。୩ޱ勢「ドイπにおけ
る租税回避の一般的否認規定の最近の展開」税務大ֶߍ論40प年記念論文集237ท（2008年）参照。
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そこで言及されたGAAR（26）も，限定を解除
された一般的否認規定のようなものは想定し
ていないと見るべきである。
　本ߘでは，2013年に導入されたӳ国GAAR
を取り上げる（27）。なお，ӳ国GAARは，一
定の場合に否認した金額の60�のペφルティ
を通ৗの加算税に加えて課す規定を2016年に
導入しており（Sec.�211A），単なる否認には
止まらない制度である。

1 　൱ೝྖҬのݶఆ
　ӳ国GAARは，領域を限定しない否認規定
ではない。適用される税目は限定ྻ挙されて
おり，付加価値税は含まれない（Sec.�206

（3））。ӳ国GAARが一般的（general）と言
われるのは，ͻとつの規定が複数の税目を対
象とするためであろう。

2 　൱ೝ対のݶఆ
　否認規定は，規定の性質に基づいて，一般
的（general），対象限定的（targeted），個
別的（specific）という配ྻができる。ӳ国
GAARは，タイトルは「一般的」であるが，

性質としては，適度に対象を限定したGAAR
（a�moderate,� targeted�GAAR）とされてい
る（28）。すなわち，上記の「最強の一般的否
認規定」が対象を一切言ޠ化せず（あるいは，
言༿にできなかったものを対象として），税
務署の公平ײに委Ͷるのとはҟなり，否認
できる対象は，言༿によってある程度までは
限定されている。否認対象の限定には，手ଓ
的な制約と実体的な制約があり，法律で規定
されている。この法律こそが，まさにӳ国
GAARの本体である。
（1）खଓنఆ
①GAAR諮問パネル
　GAAR諮問パネル（the�GAAR�Advisory�
Panel，以下「パネル」という。）が設けられ，
GAARを適用するためには，パネルを通じた
手ଓきが要請されることは，大きな制約であ
る（29）。パネルのメンバーは歳入関税ி（)er�
Majestyʟs�Revenue�and�Customs，以下

「)MRC」という。）官が指名するが，
)MRCの৬員を含まず，パネルは)MRCか
ら独立した（指໋ش令を受けない）存在とさ
れている（30）。GAARを適用しようとする事

（24）米国のGAAR（内国歳入法య7701条（o））も，本文の意ຯでの一般的否認規定ではない。この規定は，それ
までの判例法を明確化したものに過͗ず，判例法を上書きする力はないからである。Ԭଜ生「米国の新し
い包括的濫用防止規定について」日本租税ݚ究協会ʰ税制改ֵの課題と国際課税のை流　第62回租税ݚ究大
会記録 （ɦ2010年）138ท参照。

（25）OECD,�Mandatory�Disclosure�Rules,�Action�12�ô�2015�Final�Report,�at�25.
（26）Id.�at�23.
（27）ӳ国のGAARについては，+udith�Freedman,ʠUnited�,ingdomʡin�Michael�Lang�et�al.（eds.）,�GAARs��

A�,ey�Element�of�Tax�Systems�in�the�PostôBEPS�8orld（IBFD,�2016）741等を参照した。日本の文献とし
ては，今ଜོ「ӳ国におけるGeneral�AntiôAbuse�Rule立法の背景と意義」税大ジϟーφル22߸89ท（2013年），
内一「ӳ国ܕ一般否認規定（GAAR）の検証～GAARパラドックスについて～」租税ݚ究789߸327ท（2015
年）などがある。

（28）Freedman,�supra�note�27,�at�748．アーロンιン報告書（A�study�to�consider�whether�a�general�antiô
avoidance�rule�should�be�introduced�into�the�U,�tax�system,�Report�by�Graham�Aaronson�QC（2011））も
そのように述べていた（at� 4 ）。ただし，ӳ国GAARは，同国のTAARやSAARの性質を持つ諸規定に優越す
る。Freedman,�at�758.

（29）ञҪو子「GAAR�Panelの比較法的検討」税27߸207ݚท，29ô31ท（2019年）参照。
（30）GAAR�guidance,�parts�A�and�E.
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案は，全てパネルに回付されͶばならない
（Sch.�43，para.� 5 ,� 6（2））。GAARの適用は，
)MRCがそのために指名した৬員（担当官）
のみが行う。パネルは，担当官から一定の書
面とઆ明，また，納税者から申立てを受けて，
パネル࠲が組৫する 3 名からなるサブパネ
ルにより，手ଓきを進める。サブパネルは，
必要に応じて両当事者を呼んで追加の情報を
得た上で判断を行い，意見告（opinion�no-
tice（s））（一கしたものでなくてよい。）を
両当事者にえる（31）。意見告は，裁決の
ような法的審ࠪではなく，専門家の証言に近
い（32）。意見告を受けた担当官は，これを
考慮して最終判断を行い，否認（counteract）
を行うか否かを納税者にえる（Sch.�43）。
裁判所（a�court�or�tribunal）は，GAARに
関する審理において，意見告を考慮しなけ
ればならない（Sec.�211（2）（b））。
②GAARガイダンス
　パネルはまた，)MRCが公表するGAAR
のガイダンス（)MRCʟs�GAAR�Guidance，
以下「ガイダンス」という。）をレビューし，
ঝ認する。裁判所は，GAARの適用に関する
事件を扱う場合には，パネルのঝ認を受けた
ガイダンスを考慮しなければならない（Sec.�
211（2）（a））。したがって，)MRCには，ガ
イダンスを作成し，パネルのঝ認を受ける義
務があり，裁判ではガイダンスに事実上の߆
束を受けることになる。
　ガイダンス（33）のPart�AôPart�Cは，35ทか
らなり，GAARの沿ֵと目的，適用の過程，
適用の基準等をઆ明している。特に，納税者

のセーフガードというタイトルの下に，立証
任が)MRCにあるなどをઆ明しているこ
とが着目される（ガイダンスB12）。Part�Dは，
Examplesと題し，104ทの大部のものである。
事例は，多数の実例を含み，GAARが適用さ
れ，または，されないかを解આしている。こ
の中では，D 2 で示されるカテΰリー分け（類
化）のあり方が，今日の否認対象の特定方ܕ
法として，極めて興ຯਂい。なお，パネルの
ঝ認を受けないガイダンスとして40ทからな
るPart�Eが存在し，GAARの手ଓきについて
આ明している。
ᶅDOTAS
　ӳ国では，GAAR導入前の2004年に，租税
回 避 ス キ ー ム の 開 示（Disclosure�of�Tax�
Avoidance�Schemes，以下「DOTAS」とい
う。）の制度が導入されている。この制度は，
法的にはGAARと無関係であり，DOTASの
対象は，GAARの適用を受けないものも含む。
しかし，DOTASで収集された情報は，ガイ
ダンスPart�Dで用いられており，GAARの制
定，特に②に述べる実体ルールを設けるにあ
たって参照されたことはٙいない。ちなみに，
米国の7701条（o）は2010年に導入されたが，
報告取引（Reportable�Transactions）の制
度（34）が導入されたのは1984年であった。
　こうした経緯から，GAARは，個別事例の
集積と期間をかけた分ੳに基づくものであ
ることが分かる。さらに，ガイダンスPart�D
の事例や米国の指定取引（Listed�Transac-
tions）が公表されていることからは，GAAR
は一般的否認規定と言われつつも，対象とな

（31）https�//www.gov.uk/government/collections/taxôavoidanceôgeneralôantiôabuseôruleôgaar�gaarôguid-
ance（2024年 7 月24日Ӿཡ）で公表されている。

（32）パネルでの審理の性質と意見の告が裁判に対して持つӨڹについて，+udith�Freedman,�Creating�new�
U,�institutions�for�tax�governance�and�policy�making��progress�or�confusion ,ʦ2013ʧBTR,�373,�378ô380.

（33）前掲注（31）で，過ڈのものを含めて公表されている。
（34）Treas.�Reg.�ː1.6011ô 4 .
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る取引類ܕを念頭に置き，これらへの適用を
予告している点で，個別的否認規定の集合的
な性質を持つ。
ᶆ࢘法審ࠪ
　ӳ国GAARが制定されたことは，この法律
に基づいて，)MRCによる否認が行われ，
かつ，࢘法審ࠪを受けることを前提とすると
考えられる。そして，࢘法審ࠪでは，前述の
ようにパネルの意見告とガイダンスが，必
ず参照される点で一定の法源性を持つ。
-法審ࠪにおいて，)MRCは，取引（ar࢘　
rangements）が濫用的（abusive）であり，
かつ，当該取引による租税利益を否認する

（counteract）措置（adjustments）が適正で
合理的であることを立証する任を負担する

（Sec.�211（1））。
　裁判所は，取引が行われた時点で公表され
た全ての文献資料，および，確立された׳行
を示す証ڌを参照することができる（Sec.�
211（3））。
　以上に対して，Ramsay事件判決に基づく
原則（Ramsay原則）（35）による否認が，GAAR
との関係で問題となる。論者は，「理論的にはɺ
まず実体法が適用されるべきでありɺそれに
はRamsay原則による目的的解ऍが含まれ
る。そしてɺそれで足りなければGAARが適
用される。しかしɺ実際にはɺGAARが使え
る限りでRamsay的アプローチによる拡大ॖ
小解ऍは減少することが期待される。結ہの
ところどうなるかはɺ今後を見なければ分か
らないʜ」と述べている（36）。体ܥ書（37）で

Ramsay原則が用いられた最新の判決を調べ
ると，2024年のものがあったが（38），取引の
計画が࠾用されたのはGAARの施行前（2012
年）であった。
ᶇ事前確認のルーリング
　GAARのための特ஈの事前確認制度は設け
られていないが，)MRCは，大企業に対し
ては٬ސ関係マネージϟーを配置しているの
で，これを通じてGAARに関する事前の相ஊ
が可能であり，また期待されているのである
が，これは中小企業との関係で不公平だとも
言われている（39）。
（2）࣮体نఆ
①構造
　規定の出発点（対象とするもの（単位））は，
取決め（arrangements）である。可算名ࢺ
の複数形であることが示すように，何らかの
観点から束にした契約等（ӳ国に法律行為の
֓念はない。）を観の対象としている。対
象として特定された取決めのうち，②に述べ
るテスト 1 により，租税取決め（tax�ar-
rangements）が選り分けられる（Sec.�207

（1））。租税取決めは，テスト 2 により，濫用
的（abusive）なものが選り分けられる（Sec.�
207（2））。ある租税取決めが他の取決めの一
部である場合，他の取決めも観の対象とな
る（Sec.�207（3））。
②選別のテスト
・テスト 1 （租税取決めの判断）

租税取決めとされる取決めは，全ての事情
を考慮したときに，租税利益（tax�advan-

（35）8.T.�Ramsay�Ltd�v.�IRCʦ1982ʧAC�300．ลపʰ企業取引と租税回避ɿ租税回避行為への࢘法上およ
び立法上の対応 （ɦ中ԝ経済社，2002年）12ô119ทは，Ramsay事件判決とRamsay原則，そのӨڹについて，
正確に記述している。

（36）Freedman,�supra�note�27,�at�758ô759.
（37）Simonʟs�Taxes,�supra�note�12,�at�A 7 ô224.
（38）S�Clipperton�and�another�v.�CRCʦ2024ʧE8CA�Civ�18.
（39）Freedman,�supra�note�27,�at�758ô759.
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tages）を得ることが，主たる目的（the�
main�purpose）または主たる目的のͻと
つ（one�of�the�main�purposes）であると
合理的に（第 1 の合理性）結論できるもの
である（Sec.�207（1））。租税利益について
は，税額の減少，ؐ付金の増加請求やࠪ定
の回避や減額，જ在的ࠪ定の回避，納付の
繰延べやؐ付の先しなどが例示されてい
る（Sec.�208）。

・テスト 2 （濫用の判断ʜ二重（三重）の合
理性テスト）
ӳ国GAARの中֩とされる判断のあり方で
ある（40）。租税取決めは，以下のリストに
あるものを含む全ての事情を考慮したとき
に，そのక結または実施が，関連する租税
法規定との関係において，合理的な（第 2
の合理性）一連の行為だと考えることが，
合理的（第 3 の合理性）にはできない場合
には，濫用的とされる。このテストは，求
められている 2 つの合理性のために，二重
の合理性テストと呼ばれている。このテス
トの目的は，許容可能性の規ൣの提供にあ
るとされる（41）。
　上記リストは，（a）取決めのもたらす実
質的な結果が，関連する租税法規定の基礎
となる原則（明示的か示的かを問わな
い。）および政策目的に適合するか，（b）
その結果を達成する手ஈが，わ͟とらしい

（contrived）または通ৗではない（abnor-
mal）ஈ֊を含んでいないか，（c）取決めが，
関連する租税法規定の不備（shortcom-
ings）を不当に利用する（exploit）ことを
意図していないか，をあげている。
　さらに，租税取決めが濫用的であること
を示す要素として，取決めのもたらす結果

が，（a）租税上の所得や利益が，経済的所
得よりもஶしく小さいこと，（b）租税上
の費用や損ࣦが経済的なものよりஶしく大
きいこと，（c）ؐ付請求や外国税額控除を
含む税額控除が，支払われておらず，かつ，
支払われる可能性のない租税に対するもの
であること，が例示されている。ただし，
上記の結果は，関連する租税法規定の制定
時に予想されていたのではないと，合理的
に（第 4 の合理性）認められる場合に限り，
判断要素となる（Sec.�207（4））。この最後
の限定は，例示されていない場合にも当て
はめられるので，濫用の判断における合理
性テストは，三重のものであるとも言われ
ている（42）。

ᶅ対応
　以上で選り分けられたものに措置が行われ
るが，その措置は，対応（counteract）と呼
ばれ，その対象は，濫用的租税取決めがもた
らした租税利益である（Sec.�209（1））。日本
での行為計算の否認や租税回避の否認（課税
要件充足のٖ制）という発想ではない。対応
のための調整（adjustments）は，適切（just）
で合理的（reasonable）（第 5 の合理性）な
ものでなければならない（Sec.�209（2））。േ
則については前述した（Sec.�211A）。

Ⅳ おΘΓに

　日本の行為計算否認規定とӳ国GAARを比
較しよう。どちらが限定的だろうか。ӳ国
GAARは，行為計算否認規定から領域の限定
を解除したもの，つまり，世間で一般的否認
規定と思われているものなどとは，およそ違

（40）Freedman,�supra�note�27,�at�748.
（41）Id.�at�749.
（42）Id.�at�750.
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うものであることが分かってけたであろ
う。
　近年の行為計算否認事件には，事業目的な
ど規定文言にはない要素が持ち込まれてい
る。この点で，行為計算否認の適用とその࢘
法審ࠪは，行為計算否認規定を形式的な法的
根ڌとしつつ，実ଶとしては，規定からかけ
離れたことを行っているように思える。この
規定は，あくまでも不当性の判断と税額の計
算とを税務署の判断に委Ͷているのであ
り，この仕組みと，同会社等の領域の限定
以外には，言༿による制約はないはずである。
そして，その判断は，公平負担原則の下にあ
るから，同じ経済的結果が生じたか否かを問
題とすべきであり，納税者の目的や税負担軽
減の意図は関係しない。さらに言えば，目的
の内容や負担軽減意図の有無によって税負担
に差ҟを設けることはできないはずであ
る（43）。この規定は，非協力的な納税意ࣝを
処േするためのものではない。
　課税要件を充足しない行為に課税をすると
いう意ຯでの否認は，言༿として類ܕ化でき

（てい）ない行為に対するものである。租税
回避の意ຯも，同様であろう。それを言༿に
よって限定することは，)enri�Bergson（1927
年ϊーベル文ֶ）の言༿をआりれば，「（

について議論するのにɺではなく）が生
まれ出たൈけ֪を取り上げて議論しɺ飛ᠳす
るɺม化しながら生きているはɺ自らの
存在理由ととしての完成された࢟をɺൽ֪
の不ม化の中に見出しているのだɺと主張す
るようなもの」（44）ではないだろうか。行為計
算否認規定の有する限定は，ӳ国や他のG 7
国のGAARと比較するとごく僅かであり，税
務署を৴པする限り，をัまえるには適
しているであろう。これに対して，日本が
GAARを導入するとなると，ӳ国GAARの 5
つの合理性や納税者のセーフガードなどの諸
外国のあり方が必ず参照され，種々の限定が
入るであろう（45）。
　問題は，をัまえるべきかどうかである。
ච者は，問題の本質は，の存在にあるので
はなく，その飛ᠳのൣғにあると考える。つ
まり，形成可能性あるいは租税優遇を不適切
に（ཚ（luÁn））用いることではなく，過度
に（ （lÁn））用いることが問題である。し
たがって，租税優遇措置（それが何であるか
にはݚ究が必要である。）の総量規制やミニ
マム・タックス（その課税ベースについても
同様である。）こそが，否認規定として適切
である。

（43）ਗ਼Ӭ前掲注（ 9 ）44ท参照。
（44）)enri�Bergson,�La�PensÉe�et�le�Mouvant（Presses�Universitaires�de�France,�1938）p.� 9 .
（45）1923年に行為計算否認規定の前が制定された時，その適用の決定権限は，税務署ではなく，所得審ࠪ

委員会に与えられていた。ञҪ前掲注（29）31ท参照。


